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合
衆
国
に
於
け
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除

二≡四五

序
　
　
　
論

外
国
国
家
に
対
す
る
主
権
免
除

合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除

合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除

結
論
的
考
察

f
　
序

読

西

　

谷

　

　

元

日
本
政
府
は
、
外
国
国
家
の
裁
判
管
轄
権
免
除
に
関
し
て
、
制
限
的
免
除
主
義
を
採
用
し
た
条
項
を
含
む
条
約
を
特
定
国
と
締
結
し
て

'
-
v

お
り
、
ま
た
制
限
的
免
除
主
義
を
支
持
す
る
立
場
を
国
際
会
議
に
於
い
て
表
明
し
て
い
る
が
へ
そ
の
場
合
い
か
な
る
基
準
に
よ
り
商
業
活

(
2
)

動
(
c
。
m
m
e
r
c
i
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
)
を
認
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
か
な
ら
ず
L
も
明
確
で
は
な
い
。
他
方
、
わ
が
国
裁
判
所
は
、
昭
和
初
期
以
来
現

(
3
)

在
に
至
る
ま
で
、
外
国
国
家
に
対
す
る
絶
対
的
免
除
主
義
を
維
持
し
て
い
る
が
'
外
国
国
家
の
裁
判
管
轄
権
免
除
に
関
す
る
事
件
が
少
な

い
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
末
だ
そ
の
判
例
を
再
検
討
す
る
機
会
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
諸
外
国
に
於
い
て
は
、
制
限
的
免
除
主

O
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
"
o

義
を
採
用
し
て
い
た
大
陸
諸
国
に
続
い
て
へ
　
1
九
七
六
年
に
は
合
衆
国
が
F
o
r
e
i
g
n
S
o
v
e
r
e
i
g
n
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
t
o
f
1
9
7
6
(
p
m
サ
n
<
;
)

t
-
D
,

を
、
こ
れ
に
続
い
て
f
九
七
八
年
に
は
英
国
も
S
t
a
t
e
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
二
9
7
8
を
制
定
し
、
外
国
国
家
の
裁
判
管
轄
権
免
除
に
関
し
て
制

限
的
免
除
主
義
を
採
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
主
要
国
で
絶
対
的
免
除
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
お
よ
び
国
家
貿
易
を
行

(
7
)

な
っ
て
い
る
共
産
圏
諸
国
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
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(
8
)

説
　
　
他
方
、
わ
が
国
は
、
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
当
事
国
と
な
り
へ
　
非
加
盟
の
国
際
機
構
の
代
表
に
対
し
外
交
便

(
9
)

節
と
同
様
の
特
権
お
よ
び
免
除
を
認
め
て
い
る
場
合
も
存
在
す
る
が
、
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
一
般
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
り

請

確
定
さ
れ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
合
衆
国
は
、
国
際
機
構
と
の
間
に
本
部
協
定
を
締
結
し
、
当
該
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権

免
除
に
つ
い
て
規
定
を
置
く
と
共
に
、
合
衆
国
が
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
一
般
に
つ
い
て
は
、
国
内
法
で
あ
る
I
n
t
e
r
n
a
-

(S)

t
i
o
n
a
l
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
t
o
f
1
9
4
5
(
n
o
>
-
<
<
;
)
で
規
定
し
て
い
る
o
当
該
法
律
は
、
立
法
当
時
外
国
国
家
に
対
し
て
適
用

さ
れ
て
い
た
絶
対
的
免
除
主
義
を
国
際
機
構
に
援
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
合
衆
国
は
一
九
七
六
年
の
F

e
)

s
I
A
に
よ
り
制
限
的
免
除
主
義
を
採
用
し
た
。

本
稿
で
は
、
合
衆
国
に
於
け
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
存
否
お
よ
び
そ
の
範
囲
を
、
i
-
i
Q
h
<
|
、
|
i
(
G
Q
n
<
i
お
よ
び
判
例
の

検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
問
題
の
検
討
は
、
わ
が
国
が
世
界
の
多
数
国
に
於
け
る
趨
勢
に
従
い
裁
判
管
轄
権
免
除
の
範
囲
を

再
考
し
た
場
合
、
国
際
機
構
に
対
し
て
い
か
な
る
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
示
唆
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
〇
　
二
に
於
い
て

は
ま
ず
、
合
衆
国
に
於
け
る
外
国
国
家
に
対
す
る
主
権
免
除
制
度
お
よ
び
p
i
n
G
O
I
-
1
<
C
l
に
よ
る
そ
の
改
正
を
概
観
す
る
。
三
に
於
い
て
は
I

O
I
A
の
も
と
で
の
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
枚
樺
の
裁
判
管
轄
権
免
除
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
p
ォ
4
c
o
i
-
i
-
<
;
の
影
響
を
、
四
に
於
い
て
は

合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
級
樺
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
基
礎
と
し
て
の
h
O
h
<
J
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
f
r
G
O
i
-
i
<
;
の
影
響
を
検

討
す
る
。

二
　
外
国
国
家
に
対
す
る
主
権
免
除

合
衆
国
に
於
い
て
は
、
t
九
七
六
年
に
至
る
ま
で
、
外
国
国
家
の
主
権
免
除
に
関
し
て
絶
対
的
免
除
主
義
ま
た
は
制
限
的
免
除
主
義
の

い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
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^
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除免mi
s

糟*戟の棉磯m国るけ於に国衆令

第
1
次
大
戦
以
降
、
合
衆
国
政
府
は
、
対
外
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
絶
対
的
免
除
主
義
を
変
更
し
、
二
国
間
通
商
航
海
条
約
に
於
い
て
制

限
的
免
除
主
義
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
対
し
裁
判
所
は
、
一
九
世
紀
以
来
、
国
際
法
と
慣
習
に
基
づ
い
て
絶
対
的
免
除
主
義
を
採
っ
て
い

(
H
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
2
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
3
)

た
が
、
次
第
に
国
務
省
に
よ
る
提
議
(
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
)
に
よ
り
そ
の
判
断
を
国
務
省
に
委
ね
、
主
権
免
除
に
つ
い
て
一
次
的
判
断
を
行
な
わ

な
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
に
於
け
る
主
権
免
除
の
存
否
お
よ
び
そ
の
範
囲
の
確
定
は
、
国
務
省
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

(
3
)

で
あ
る
が
、
国
務
省
は
一
九
五
二
年
の
T
a
t
e
L
e
t
t
e
r
に
よ
る
制
限
的
免
除
主
義
へ
の
転
換
の
表
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
降
に
於

い
て
も
し
ば
し
ば
法
的
判
断
に
で
は
な
く
政
治
的
判
断
に
基
づ
い
て
主
権
免
除
の
提
議
を
行
な
っ
た
。
例
え
ば
、
国
務
省
は
、
外
国
国
家

(
2
)

と
私
人
と
の
間
の
仲
裁
条
項
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
外
国
政
府
の
申
し
出
に
よ
り
主
権
免
除
の
提
議
を
行
な
い
、
ま
た
、
本

質
的
に
私
法
的
ま
た
は
職
務
的
行
為
(
a
c
t
a
j
u
r
e
g
e
s
t
i
o
n
i
s
)
と
考
え
ら
れ
る
外
国
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
主
権
免
除
の
提
議
を
行
な
っ

(SOた
。

(
2
)

合
衆
国
は
、
一
九
七
六
年
に
、
私
権
保
護
の
必
要
性
お
よ
び
制
限
的
免
除
主
義
が
国
際
法
の
趨
勢
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
F

s
I
A
を
採
択
し
た
　
f
c
C
C
M
^
に
於
い
て
は
、
国
家
は
そ
の
商
業
活
動
に
関
し
て
主
権
免
除
を
享
有
し
得
な
い
と
し
て
制
限
的
免
除
主

(
2
)

義
が
採
用
さ
れ
、
裁
判
所
が
主
権
免
除
の
存
否
お
よ
び
そ
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
外
国
国
家
の
行
為
が
本
法
に

(
8
)

い
う
商
業
活
動
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
の
性
質
に
着
目
す
る
、
行
為
性
質
基
準
が
採
用
さ
れ
た
。

三
　
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除

<
　
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 
I
m
m
u
n
i
t
y
 
A
c
t
 
o
f
1
9
4
5

合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
法
的
基
礎
は
'
当
該
国
際
機
構
が
合
衆
国
と
の
間
に
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す

a
e
i
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る
特
別
の
条
約
を
締
結
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
異
な
る
。
例
え
ば
、
国
際
連
合
の
特
権
お
よ
び
免
除
は
、
h
Q
h
<
|
以
外
に
も
、
国
際

(

S

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ォ

3

)

連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
な
ら
び
に
国
際
連
合
と
合
衆
国
と
の
間
の
本
部
協
定
に
於
い
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
管

轄
権
免
除
に
関
し
、
国
際
連
合
の
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
条
約
第
二
条
第
二
項
は
、
絶
対
的
免
除
を
採
用
し
、
「
国
際
連
合
-
I
は
、

免
除
を
明
示
的
に
放
棄
し
た
特
定
の
場
合
を
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
訴
訟
手
続
の
免
除
を
享
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。

他
方
、
合
衆
国
に
於
け
る
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
1
般
法
規
で
あ
る
i
-
i
o
i
-
1
<
!
は
、
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構

の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
国
内
法
上
の
取
扱
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
　
i
-
i
Q
i
-
i
<
J
は
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
お
り
か
つ
大
統
領
令
に
よ
り

o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
3
)

認
定
さ
れ
た
国
際
機
構
、
そ
の
不
動
産
お
よ
び
動
産
は
、
外
国
_
国
家
と
同
様
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
享
有
す
る
と
規
定
す
る
が
、
行
為
性

質
基
準
に
基
づ
-
制
限
的
免
除
が
p
s
工
A
立
法
に
よ
り
外
国
国
家
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
た
蝣
&
'
t
-
n
o
i
-
t
<
;
に
於
け
る
国
贋
機
構
の
裁

判
管
轄
権
免
除
が
、
f
e
c
o
i
-
K
t
;
立
法
以
降
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

B
　
立
法
経
過

回昭E

I
O
I
A
は
、
国
連
憲
章
に
於
け
る
合
衆
国
の
義
務
の
遂
行
を
第
一
次
目
的
と
し
、
当
該
立
法
に
よ
り
、
一
九
四
六
年
当
時
外
国
国

(
8
)

家
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
絶
対
的
免
除
を
国
際
機
構
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
法
律
は
、
外
国
国
家
が
享
有
す
る
の
と
同
様

の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
国
際
機
構
に
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
外
国
国
家
が
享
有
す
る
免
除
そ
の
も
の
を
国
際
機
構

ヽ
c
l
)

に
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
o
そ
の
1
証
左
と
し
て
、
h
Q
h
<
J
は
、
裁
判
管
轄
権
免
除
を
付
与
す
る
大
統
領
の
権
限
お

(S)

よ
び
そ
れ
を
1
方
的
に
修
正
ま
た
は
終
了
さ
せ
る
大
統
頒
権
限
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
O
合
衆
国
議
会
は
、
裁
判
管
轄
権
免

除
の
認
定
を
大
統
領
に
委
任
し
、
国
際
幾
樺
が
こ
の
絶
対
的
免
除
を
濫
用
し
た
場
合
ま
た
は
国
際
機
構
が
商
業
行
為
に
従
事
し
た
場
合
に

(
8
)

は
、
大
統
領
令
に
よ
り
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
が
制
限
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
な
大
統
頒
権
限
は
、
当
該
法
律
に

於
け
る
国
際
観
樺
の
裁
判
管
轄
権
免
除
が
、
一
般
国
際
法
ま
た
は
国
内
法
に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
、
外
国
国
家
の
主
権
免
除
と
は
明
確
に

一
寸

っ
J

q
J

ヽ
1210

0
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メ

_

ヽ



除負権暗憎a
-

裁の棉磯際Sるけ&に国&合

異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

他
方
、
P
q
o
Q
n
<
<
は
、
外
国
国
家
お
よ
び
外
国
国
家
の
機
関
(
a
g
e
n
c
y
o
r
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
i
t
y
)
の
主
権
免
除
を
規
律
す
る
こ
と
を
そ
の
目

(
8
)

的
と
し
て
い
る
が
、
国
際
機
構
は
外
国
国
家
ま
た
は
外
国
国
家
の
機
関
の
定
義
に
は
含
ま
れ
ず
、
国
際
機
構
に
つ
い
て
は
1
カ
所
、
そ
れ

(
3
)

も
f
e
&
o
i
-
H
<
;
が
国
際
機
構
の
財
産
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
　
h
Q
h
<
]
に
於
け
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免

除
を
合
衆
国
議
会
が
考
慮
し
た
様
子
は
、
p
q
G
O
1
-
K
j
の
立
法
経
過
の
検
討
よ
り
は
全
-
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
な
い
O
さ
ら
に
、
主
権
免

O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
s
?
)

除
付
与
の
決
定
を
裁
判
所
に
1
任
す
る
と
い
う
p
q
M
M
<
J
の
規
定
は
、
i
-
i
Q
i
-
'
<
!
に
於
け
る
広
範
な
大
統
領
権
限
の
存
在
と
矛
盾
す
る
。

以
上
の
立
法
経
過
の
検
討
か
ら
、
f
e
&
Q
i
-
H
<
;
は
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
問
題
に
つ
い
て
明
示
的
に
触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
議
会

は
i
-
i
Q
l
-
i
<
J
を
改
正
す
る
積
極
的
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
え
る
。

C
　
判
　
　
　
停

国
際
機
構
が
関
係
す
る
争
訟
は
、
国
際
機
構
と
国
際
機
構
職
員
と
の
間
の
雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
、
国
際
機
構
の
締
結
し
た
雇
用

契
約
以
外
の
契
約
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
お
よ
び
国
際
機
構
の
不
法
行
為
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
大
別
で
き
る
。

の
　
雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争

一
九
五
二
年
の
T
a
t
e
L
e
t
t
e
r
に
よ
る
外
国
国
家
に
対
す
る
制
限
的
免
除
主
義
援
用
以
降
、
国
際
機
構
と
国
際
機
構
職
員
と
の
間
の
雇

用
関
係
よ
り
生
じ
た
紛
争
に
関
す
る
最
初
の
判
例
は
、
W
e
i
d
n
e
r
v
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
T
e
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
S
a
t
e
l
l
i
t
e
O
r
g
a
n
i
z
a
-

t
i
o
n
で
あ
る
o
当
該
事
件
に
於
い
て
、
原
告
は
、
外
国
国
家
が
末
だ
絶
対
的
免
除
を
享
有
し
て
い
る
と
の
前
提
に
た
ち
、
国
際
磯
橋
は
外

(S)

国
国
家
よ
り
限
定
的
な
裁
判
管
轄
権
免
除
を
享
有
す
る
と
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
、
I
O
I
A
に
於
け
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除

が
絶
対
的
免
除
ま
た
は
制
限
的
免
除
の
い
ず
れ
に
基
づ
Y
か
に
は
触
れ
る
こ
と
な
-
、
し
た
が
っ
て
h
Q
h
<
が
f
i
n
o
Q
I
-
I
<
d
に
よ
り
変
更

(
8
)

を
受
け
た
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
な
-
、
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
た
。
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ノ

3H
H
H
り

84

M
:

1iHtLl

L
J
'

り
ん

っ
ヽ
U



雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
免
除
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
、
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f

(fe)

A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
に
於
い
て
、
上
訴
人
お
よ
び
a
m
i
c
u
s
c
u
n
a
e
と
し
て
の
国
際
連
合
は
、
制
限
的
免
除

を
主
張
し
た
。
そ
こ
で
は
、
I
O
I
A
は
国
際
機
構
に
外
国
国
家
と
同
様
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
た
が
、
h
c
c
M
<
t
;
が
行
為
性
質
基

準
に
基
づ
く
制
限
的
免
除
を
外
国
国
家
に
認
め
た
た
め
、
国
際
機
構
も
外
国
国
家
が
現
時
点
に
於
い
て
享
有
す
る
制
限
的
免
除
の
み
を
享

('GO's

有
す
る
と
主
張
さ
れ
た
.
こ
れ
に
対
し
、
O
A
s
お
よ
び
a
m
i
c
u
s
c
u
n
a
e
と
し
て
の
他
の
国
際
機
構
は
、
合
衆
国
議
会
は
h
Q
h
<
!
に

「39」

於
い
て
絶
対
的
免
除
を
認
め
、
f
e
c
o
t
-
1
<
;
に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
変
更
す
る
意
思
は
無
か
っ
た
と
主
張
し
た
。

裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
相
対
立
す
る
主
張
に
つ
い
て
判
断
を
下
さ
ず
、
絶
対
的
免
除
に
於
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
合
衆
国
の
加

盟
す
る
国
際
機
構
に
於
け
る
雇
用
関
係
は
商
業
活
動
で
は
な
い
と
し
て
、
制
限
的
免
除
に
基
づ
い
て
も
O
A
s
の
裁
判
管
轄
権
免
除
は
認

(ァ)

め
ら
れ
る
と
判
示
し
た
。

国
家
の
主
権
免
除
の
範
囲
確
定
に
於
い
て
、
行
為
目
的
基
準
に
よ
る
制
限
的
免
除
主
義
に
基
づ
-
な
ら
ば
,
現
地
職
員
の
雇
用
の
目
的

(
3
0

に
よ
り
裁
判
管
轄
権
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
が
、
p
q
&
Q
n
<
!
に
於
け
る
行
為
性
質
基
準
の
採
用
に
よ
り
、
雇
用
を
め
ぐ
る
紛
争
で
、
外
国

国
家
の
公
法
的
ま
た
は
主
権
的
行
為
(
a
c
t
a
j
u
r
e
i
m
p
e
r
i
l
)
と
み
な
さ
れ
主
権
免
除
の
対
象
と
な
る
職
員
は
、
「
外
交
職
員
、
公
務
員
ま
た

(

S

3

)

-

　

　

娼

)

は
軍
人
で
あ
り
、
合
衆
国
に
於
い
て
外
国
国
家
に
よ
り
雇
用
さ
れ
た
合
衆
国
国
民
ま
た
は
第
三
国
国
民
を
含
ま
な
い
」
と
さ
れ
る
。

国
際
機
構
は
当
然
そ
れ
固
有
の
国
民
を
有
し
な
い
た
め
、
必
然
的
に
合
衆
国
国
氏
_
ま
た
は
第
三
国
国
民
を
雇
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
前

述
の
よ
う
な
制
限
的
免
除
の
定
義
お
よ
び
そ
こ
に
於
け
る
限
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
、
国
際
機
構
は
そ
の
職
員
の
雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る

紛
争
に
関
し
て
裁
判
管
轄
権
免
除
を
全
-
有
し
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
~
裁
判
所
は
、
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権

免
除
に
つ
い
て
、
加
盟
国
と
し
て
の
合
衆
国
の
義
務
、
f
e
O
Q
1
-
f
<
J
の
立
法
目
的
、
国
際
機
構
の
内
部
問
題
性
お
よ
び
国
際
機
構
の
特
殊
性

を
理
由
と
し
て
、
絶
対
的
免
除
に
於
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
行
為
性
質
基
準
に
よ
る
制
限
的
免
除
に
於
い
て
も
、
国
際
機
構
は
裁
判
管
轄
権

ご
U

ワ
J

ey'

ヽ
.
ノ

5
i

1842m.
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(
3
)

免
除
を
有
す
る
と
判
示
し
た
。

ヽ

3

-

合
衆
国
裁
判
所
は
、
職
員
の
私
権
保
護
の
必
要
性
か
ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雇
用
に
関
し
て
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
。
n

OS)

o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
㌢
の
先
例
に
従
っ
て
お
り
、
T
u
c
k
v
P
a
n
A
m
e
r
i
c
a
n
H
e
a
l
t
h
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
お
よ
び
M
e
n
d
a
r
o
v
W
o
r
l
d

3
州
E

B
a
n
k
に
於
い
て
も
同
様
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
下
級
審
で
は
あ
る
が
、
D
o
n
a
l
d
v
O
r
f
i
l
a
に
於
い
て
、
裁
判
所
は
、
>
-
<
O
j
-
i
<
!
が
絶
対
的
免
除
主
義
を
国
際
機
構
に
認
め

(
3
)

て
い
る
と
判
示
し
た
・
当
該
判
例
は
、
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
お
よ
び
h
Q
h
<
|
の
立
法
経
過
を
検
討

し
て
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
た
が
、
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
で
問
題
と
な
っ
た
制
限
的
免
除
主
義
適

(
4
)

用
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
何
等
検
討
さ
れ
ず
'
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
で
提
議
さ
れ
た
問
題
に
結
論
を

与
え
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
に
於
け
る
以
上
の
よ
う
な
判
旨
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
合
衆
国
が
当
該
国
際

(g)

機
構
の
加
盟
国
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
h
Q
h
<
J
お
よ
び
F
i
h
W
M
<
!
の
も
と
で
雇
用
以
外
の
国
際
枚
構
の
行
為
t
般

を
判
断
す
る
場
合
、
絶
対
的
免
除
ま
た
は
制
限
的
免
除
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

脚
　
契
約
よ
り
生
じ
る
紛
争

(
」
)

こ
れ
に
対
し
、
D
u
p
r
e
A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
,
I
n
c
.
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
は
、
O
A
s
の
締
結
し
た
建
設
契
約
に
関
す
る

K
i
d
)

訴
訟
に
於
い
て
、
h
Q
h
<
J
の
も
と
で
の
制
限
的
免
除
主
義
の
適
用
を
認
め
た
。
裁
判
所
は
、
裁
判
管
轄
権
免
除
に
関
し
、
国
際
級
構
と

外
国
国
家
は
同
等
に
扱
わ
れ
る
と
の
前
提
に
基
づ
き
、
T
a
t
e
L
e
t
t
e
r
'
制
限
的
免
除
主
義
を
採
用
し
た
若
干
の
判
例
ま
た
V
i
c
t
。
r
y

(S)

T
r
a
n
s
p
o
r
t
l
n
c
.
v
C
o
m
i
s
a
r
i
a
G
e
n
e
r
a
l
判
決
よ
り
、
外
国
国
家
の
主
権
免
除
は
制
限
的
免
除
主
義
に
基
づ
-
と
結
論
し
、
国
際
機
構

(S)

に
適
用
さ
れ
る
裁
判
管
轄
権
免
除
の
範
囲
も
ま
た
同
様
に
制
限
的
免
除
主
義
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。

o

e

一

¥
n
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五
八
二
年
の
時
点
で
、
当
該
裁
判
所
が
結
論
し
た
よ
う
に
、
制
限
的
免
除
主
義
が
外
国
国
家
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
の
は
疑
い
無
い

「
5
)

が
、
当
該
判
決
で
は
、
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
に
於
い
て
問
題
と
な
っ
た
、
h
Q
h
<
|
に
於
け
る
裁
判

管
轄
権
免
除
の
範
囲
、
f
e
O
O
1
-
H
<
]
が
h
q
h
<
;
を
改
正
す
る
も
の
か
否
か
と
い
う
-
I
A
の
解
釈
の
問
題
お
よ
び
外
国
国
家
と
国
際
機

構
の
並
列
化
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
は
何
等
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
　
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n

s
t
a
t
e
s
に
於
い
て
は
、
合
衆
国
の
加
盟
国
と
し
て
の
義
務
お
よ
び
国
際
機
構
の
特
殊
性
よ
り
、
外
国
国
家
と
国
際
機
構
に
対
す
る
異
な
っ

た
取
扱
が
正
当
化
さ
れ
た
た
め
、
職
員
の
職
務
の
性
質
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
雇
用
は
制
限
的
免
除
で
の
商
業
行
為
に
は
含
ま

れ
ず
、
ま
た
絶
対
的
免
除
に
よ
っ
て
も
裁
判
管
轄
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
判
決
に
於
い
て
は
、

a
p
r
i
o
r
i
J
J
外
国
国
家
と
国
際
機
構
が
同
様
に
教
わ
れ
る
の
み
で
、
o
A
s
に
対
す
る
i
-
i
c
z
>
i
-
i
<
d
適
用
の
可
能
性
お
よ
び
そ
の
根
拠
、
そ

こ
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
免
除
の
範
囲
、
国
際
機
構
の
特
殊
性
、
合
衆
国
の
加
盟
国
と
し
て
の
義
務
の
存
在
な
ど
の
問
題
な
ら
び
に
、
一
般

契
約
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
先
例
と
し
て
の
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s

に
考
慮
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
決
判
旨
が
、
契
約
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
表
に
つ
い
て
、
P
q
O
O
M
.
<
;
お
よ
び
h
Q
h
<
J
の
解
釈
と
し
て
妥
当

(
8
)

性
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
疑
わ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

㈱
　
不
法
行
為
よ
り
生
じ
る
紛
争

(fe)

E
d
i
s
o
n
S
a
u
l
t
E
l
e
c
t
r
i
c
C
o
m
p
a
n
y
v
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
お
よ
び
S
o
u
c
h
e
r
a
y
v
C
o
r
p
s
o
f
E
n
g
i
n
e
e
r
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s

(
8
)

A
r
m
y
に
於
い
て
は
、
当
該
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
J
o
i
n
t
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
は
、
h
Q
h
<
|
上
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
享

(
5
9
)

有
す
る
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
で
は
、
国
際
機
構
の
行
な
っ
た
行
為
が
典
型
的
な
公
法
的
行
為
で
あ
っ
た
た
め
、
絶
対
的
免
除

ま
た
は
制
限
的
免
除
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
て
も
、
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
判
旨
よ
り
判

r
J
U

ワ
山

ウ
J

ヽ
I
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r
:
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(S)

断
す
る
限
り
、
裁
判
所
は
絶
対
的
免
除
を
適
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
制
限
的
免
除
に
関
す
る
議
論
ま
た
そ
の
国
際
機
構
へ
の
適
用

可
能
性
に
つ
い
て
は
何
等
議
論
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
o

(
」
)

t
方
、
合
衆
国
が
加
盟
し
な
が
ら
も
、
i
-
i
O
l
-
1
<
!
の
適
用
外
に
お
か
れ
た
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
r
i
m
i
n
a
l
P
o
l
i
c
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
(
I
C
P
O
)

に
関
し
、
S
t
e
i
n
b
e
r
g
v
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
r
i
m
i
n
a
l
P
o
l
i
c
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
下
級
審
は
、
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
裁
判
管
轄
権
免

(
c
o
)

除
を
認
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
上
訴
審
は
、
裁
判
管
轄
権
免
除
問
題
に
は
入
ら
ず
管
轄
権
成
立
の
有
無
に
つ
い
て
の
み
判
断
し
な

ヽ

6

3

1

が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
下
級
審
判
決
を
否
定
し
た
o

D
　
小
　
　
　
結

合
衆
国
が
加
盟
L
か
つ
大
統
優
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
機
構
は
、
h
-
|
Q
I
-
f
<
J
の
適
用
を
受
け
、
裁
判
管
轄
権
免
除
を
有
す
る
o
 
I
O

I
A
お
よ
び
p
q
o
T
M
<
i
の
立
法
経
過
な
ら
び
に
判
例
の
検
討
よ
り
、
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
法
理
が
絶
対
的
免
除
主
義
か
制
限
的
免
除
主
義

の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
f
e
C
Q
i
-
i
<
1
立
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
衆
国
裁
判
所
は
国
際
機
構
と
職
員
と
の
間
の
紛
争
に

関
し
裁
判
管
轄
権
を
有
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
以
外
の
事
例
に
関
す
る
合
衆
国
裁
判
所
の
判
例

は
、
絶
対
的
免
除
主
義
と
制
限
的
免
除
主
義
の
双
方
を
適
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
論
の
妥
当
性
は
別
と
し
て
、
f
o
O
Q
M
<
<
立
法
以
降
I

O
I
A
に
於
い
て
絶
対
的
免
除
主
義
と
制
限
的
免
除
主
義
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
を
十
分
に
検
討
し
て
適
用
し
た
も
の
で
は
な
い
と

い
え
よ
う
O

四
　
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除

A
　
大
統
領
令
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際
機
構

国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
は
、
一
般
に
そ
の
設
立
条
約
ま
た
は
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
特
別
条
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
加
盟

ヽ
171
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説
　
国
が
こ
れ
ら
の
条
約
を
署
名
、
批
准
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
国
内
法
上
認
め
る
義
務
が
加
盟
国
に
生
じ

読

(S)る
。
非
加
盟
国
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
機
構
ま
た
は
そ
の
代
表
部
に
対
し
て
、
特
権
お
よ
び
免
除
を
与
え
る
国
際
法
上
の
一
般
的
義

0
8
)

務
を
有
_
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
h
q
h
<
;
は
、
原
則
と
し
て
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
免
除
を
規
律
す

る
も
の
で
あ
り
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
対
す
る
適
用
を
予
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
合
衆
国

の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
対
し
て
は
、
特
別
の
立
法
に
よ
り
i
-
i
Q
i
-
i
<
!
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
に
対
す
る
大
統
領
令
に
よ
る
h
Q
h
<
]
の
適
用
は
、
加
盟
を
認
め
る
条
約
、
法
律
ま
た
は
歳
出
の
承
認
と

v
c
d
J

い
っ
た
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
よ
る
特
別
の
立
法
に
よ
り
I
O

Os)

I
A
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
に
於
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
大
統
領
の
裁
量
の

(
6
8
)

余
地
は
な
い
。

K
e
n
)

合
衆
国
は
、
そ
の
実
行
に
於
い
て
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
(
p
i
z
i
H
W
O
O
)
、
欧
州
宇
宙
研
究
機
構

(
g
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
S
)

(
E
u
r
o
p
e
a
n
S
p
a
c
e
R
e
s
e
r
c
h
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)
ア
フ
リ
カ
統
1
機
構
(
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
f
r
i
c
a
n
U
n
i
t
y
)
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
(
I
n
t
e
r
n
a
-

(
」
)

t
i
o
n
a
l
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
t
h
e
R
e
d
C
r
o
s
s
)
に
対
し
、
i
-
i
Q
i
-
1
<
!
上
の
特
権
お
よ
び
免
除
を
認
め
、
ま
た
欧
州
共
同
体
代
表
部
に
対
し
て
外
交

(E)

使
節
と
同
様
の
特
権
お
よ
び
免
除
を
認
め
た
。

国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
、
欧
州
宇
宙
研
究
放
構
、
ア
フ
リ
カ
統
1
枚
構
お
よ
び
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
対
し
て
は
、
I
O
I
A
に
於

い
て
制
限
的
免
除
主
義
ま
た
は
絶
対
的
免
除
主
義
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
の
問
題
は
別
と
し
て
、
h
Q
h
<
J
を
合
衆
国
が
加
盟
し
て

い
る
国
際
機
構
と
同
様
に
適
用
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
合
衆
国
裁
判
所
の
取
り
得
る
立
場
と
し
て
は
以
下
の
三
つ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

p
t
j
C
Q
H
H
^
制
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
h
q
h
<
;
に
於
い
て
は
絶
対
的
免
除
主
義
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、
絶
対
的
免
除
主
義
上
認
め

ハ
H
v

"
>
3

i
a
E

蝣

a

s
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(S)

ら
れ
て
い
る
制
限
を
留
保
し
て
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
の
全
て
の
行
為
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
立
場

」
3
　
p
L
,
c
Q
i
-
i
<
!
制
定
に
よ
り
、
I
O
I
A
に
於
い
て
は
制
限
的
免
除
主
義
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、
商
業
行
為
に
関
し
て
は
裁
判
管
轄
権

免
除
を
認
め
な
い
が
、
国
際
機
構
職
員
の
雇
用
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
は
、
合
衆
国
が
加
盟
国
と
な
っ
て
い
る
国
際
機
構
と
同

様
に
扱
い
、
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
と
の
立
場

㈱
　
f
e
o
o
H
H
<
;
制
定
に
よ
り
、
h
Q
h
<
!
に
於
い
て
は
制
限
的
免
除
主
義
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、
商
業
行
為
に
関
し
て
は
裁
判
管
轄
権

免
除
を
認
め
ず
、
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
に
於
い
て
は
存
在
す
る
加
盟
国
と
し
て
の
義
務
が
存
在
し
な
い
た
め
、
国
際
機
構

(
」
)

職
員
の
雇
用
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
も
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
な
い
と
の
立
場

こ
れ
ら
の
国
際
機
構
に
関
す
る
判
例
は
末
だ
存
在
せ
ず
、
ま
た
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
に
於
い
て
も
絶
対
的
免
除
主
義
ま
た
は

制
限
的
免
除
主
義
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
の
か
は
か
な
ら
ず
L
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
り
前
述
の
I
畑
の

い
ず
れ
が
援
用
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
の
場
合
に
存
在
す
る
加
盟
国
と
し

て
の
義
務
は
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
関
し
て
は
存
在
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
国
際
機
構
が
国
内
で
活
動
す
る
こ
と
を

認
め
た
場
合
、
合
衆
国
に
f
定
の
義
務
が
生
じ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
の
場
合
で

も
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
と
同
様
に
扱
い
、
国
際
機
構
職
員
の
雇
用
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
、
裁
判
管
轄
権
免
除
を

認
め
る
余
地
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(S)

欧
州
共
同
体
の
裁
判
管
轄
権
免
除
は
、
他
の
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
と
そ
の
取
扱
を
異
に
し
、
外
交
使
節
と
同
様
の
特
権
お
よ

(
」
)

び
免
除
が
、
そ
れ
に
付
随
す
る
条
件
と
義
務
と
共
に
、
欧
州
共
同
体
代
表
部
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
は
、
合
衆
国
が
欧

(
」
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
」
)

州
共
同
体
代
表
部
を
外
国
国
家
の
代
表
部
と
同
様
に
み
な
し
、
p
i
n
O
D
i
-
K
j
に
よ
る
行
為
性
質
基
準
に
基
づ
く
制
限
的
免
除
主
義
を
適
用
し

て
、
商
業
活
動
に
関
し
て
は
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
な
い
が
、
雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
は
、
国
際
機
構
の
加
盟
国
国
民

nfi1
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と
国
際
機
構
と
の
間
の
紛
争
に
関
し
国
際
機
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
、
合
衆
国
国
民
ま
た
は
第
三
国
国
民
と
国
際
機
構
と
の
間
の

紛
争
に
関
し
て
は
国
際
級
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

欧
州
共
同
体
が
、
伝
統
的
な
政
府
間
国
際
機
構
の
枠
を
越
え
、
加
盟
国
よ
り
独
立
し
た
統
合
的
な
国
際
法
主
体
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
よ

り
生
じ
た
現
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

B
　
大
統
頒
令
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
国
際
機
構

h
Q
h
<
|
は
、
1
定
の
法
的
根
拠
に
基
づ
-
大
統
領
令
に
よ
り
、
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
合
衆
国
議
会
の
特
別
の
立
法
に
基
づ
い
て
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
も

の
で
あ
る
が
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
対
し
て
癖
別
の
立
法
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
こ
の
よ
う
な
国
際
機
構
に
関

し
て
i
-
i
Q
i
-
i
<
J
上
の
裁
判
管
轄
権
免
除
は
認
め
ら
れ
な
い
O
ま
た
、
f
e
C
O
i
-
i
-
<
J
は
そ
の
対
象
を
外
国
国
家
お
よ
び
そ
の
機
関
に
限
定
し
て

お
り
、
国
際
機
構
に
対
し
直
接
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
、
し
た
が
っ
て
p
q
K
!
M
<
!
上
の
裁
判
管
轄
権
免
除
も
認
め
ら
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
る
o

(g)

国
際
機
構
を
外
国
国
家
の
機
関
と
捉
え
、
f
e
C
サ
ー
ー
H
<
J
の
対
象
と
す
る
と
い
う
理
論
構
成
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
ん
で
お
り
採

(

3

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

K

o

o

J

り
得
な
い
0
第
t
に
、
p
q
w
M
<
!
が
外
国
国
家
の
機
関
に
つ
い
て
規
定
す
る
場
合
、
外
国
国
家
の
語
に
は
単
数
形
が
用
い
ら
れ
、
複
数
の

外
国
国
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
国
際
機
構
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
p
e
n
c
o
i
-
i
-
<
;
ほ
外
国
国
家
の
機
関
が
単
1
の
国
家
以
外

<u>

に
於
い
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
国
際
機
構
の
実
態
に
そ
く
し
た
も
の
で
は
な
い
。
第
三
に
、
h
S
I

(S)

A
の
逐
条
解
説
は
、
外
国
国
家
の
国
民
で
な
い
も
の
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
行
為
は
、
免
除
の
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

(B)

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
国
際
機
構
に
対
し
て
は
、
特
別
の
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
、
h
q
h
<
;
お
よ
び
p
q
&
Q
i
-
i
<
!
に

基
づ
い
て
は
訴
状
(
C
。
m
p
-
a
i
n
t
)
お
よ
び
呼
出
状
(
s
u
ヨ
ヨ
O
n
)
の
送
達
が
な
さ
れ
得
ず
、
合
衆
国
裁
判
所
は
裁
判
管
轄
権
を
得
る
こ
と
が

っ
ム

ウ
J

ウ
J

Q
O
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・
-

合

(
o
o
)

出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
の
場
合
、
特
権
お
よ
び
免
除
と
し
て
の
裁
判
管

轄
権
免
除
で
は
な
-
、
裁
判
管
轄
権
の
不
成
立
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
裁
判
管
轄
権
免
除
を
有
し
て
い
る
の
と
同
様
の
取
扱
を
受
け
て

い
る
。

五
　
結
論
的
考
察

わ
が
国
政
府
お
よ
び
裁
判
所
は
、
外
国
国
家
お
よ
び
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
再
考
す
る
時
期
に
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
外

国
国
家
に
対
し
て
行
為
性
質
基
準
に
基
づ
-
制
限
的
免
除
主
義
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
1
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場

合
い
か
な
る
法
理
が
わ
が
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
に
於
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
合
衆
国
ま

た
は
英
国
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
一
般
的
な
法
律
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免

除
に
関
し
て
は
、
特
別
の
条
約
に
於
い
て
規
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
ま
た
裁
判
管
轄
権
免
除
規
定
は
直
接
通
用
可
能
性
を
有
し
て

(So)

い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
英
米
両
国
の
よ
う
な
特
権
お
よ
び
免
除
を
国
際
機
構
に
適
用
す
る
よ
う
な
特
別
の
手
続
は
必
要
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
約
上
絶
対
的
免
除
主
義
に
よ
る
裁
判
管
轄
権
免
除
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
ま
た
は
特
権
お
よ
び
免

除
に
関
す
る
条
約
が
存
在
し
な
い
場
合
、
こ
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
存
在
お
よ
び
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
基
準
が
必

要
と
な
る
。

国
際
機
構
と
国
際
級
構
職
員
間
の
紛
争
に
関
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
問
題
の
解
決
に
は
、
国
際
枚
横
の
目
的
の
達
成
お

K
o
o
J

よ
び
国
際
機
構
の
人
事
行
政
の
効
率
性
と
職
員
の
私
権
保
護
の
双
方
が
考
慮
に
い
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
衆
国
に
於
い
て
は
、

ktx>)

国
際
機
構
と
国
際
機
構
職
員
間
の
紛
争
に
対
し
て
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
合
衆
国
裁
判
所
の
立
場
に
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
国
際
機
構
の
関
係
す
る
争
訟
の
中
で
特
に
多
い
の
は
、
国
際
機
構
と
職
員
と
の
間
の
紛
争
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
争
訟
に

ヽ
1

1284210
ォ

ワ
J

ウ
J

ウ
J



対
し
国
内
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
際
機
構
の
内
部
問
題
に
対
す
る
当
該
国
家
裁
判
所
の
介
入
を
排
除
し
国
際
機
構

(ァ)

の
独
立
し
た
目
的
達
成
を
保
証
す
る
と
い
う
裁
判
管
轄
権
免
除
の
目
的
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
際
機
構
と
職
員
間

(
5
)

の
紛
争
の
解
決
に
国
内
裁
判
所
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
管
轄
権
免
除
は
、
既
に
慣
習
国

(SO

際
法
上
確
立
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
国
際
機
構
と
国
家
の
間
に
特
別
の
合
意
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
こ
の
よ
う
な
争
訟
に
関
し

国
際
機
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
た
B
r
o
a
d
b
e
n
t
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
以
下
の
合
衆
国
裁
判
所
の
判
例
は
首

(g)

肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
契
約
関
係
よ
り
生
じ
る
争
訟
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
免
除
も
、
国
際
機
構
の
日
的
達
成
を
確
保
す
る
と
い
う
目
標
は
向
じ
で
あ

る
が
、
商
業
行
為
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
対
し
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
な
-
と
も
、
国
際
機
構
の
内
部
問
題
、
国
際
機
構
の
独
立
性
に
対

す
る
侵
害
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
機
構
の
目
的
達
成
の
確
保
に
は
支
障
が
な
い
場
合
も
あ
る
。
外
国
国
家
の
裁
判
管
轄
権
免

除
に
対
す
る
行
為
性
質
基
準
に
基
づ
-
制
限
的
免
除
主
義
の
採
用
は
、
外
国
国
家
が
商
業
行
為
を
行
な
う
~
こ
と
が
頻
繁
に
な
っ
た
こ
と
を

根
拠
と
し
て
い
た
が
、
国
際
機
構
が
商
業
行
為
を
行
な
う
局
面
は
増
え
て
き
て
い
登
以
上
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
契
約
関
係
よ
り
生
じ

3
皿
E

た
紛
争
に
対
し
て
、
外
国
国
家
と
同
様
の
制
限
的
免
除
主
義
を
国
際
機
構
に
適
用
す
る
根
拠
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
国
際
機

構
が
、
公
法
的
行
為
を
契
約
を
通
じ
て
行
な
う
場
合
も
考
え
ら
れ
、
外
国
国
家
の
場
合
と
同
様
に
'
公
法
的
行
為
に
か
か
わ
る
契
約
に
対

(
8
)

し
て
は
、
裁
判
管
轄
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。

不
法
行
為
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
も
同
様
に
、
国
際
機
構
の
行
為
を
判
断
す
る
場
合
、
国
際
機
構
の
公
法
的
行
為
を
含
む
場
合
に

(S)

裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
、
他
の
場
合
に
は
国
内
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
関

係
の
場
合
と
異
な
り
、
行
為
性
質
基
準
に
よ
・
つ
て
は
、
権
利
侵
害
行
為
が
公
法
的
行
為
な
の
か
ま
た
は
私
法
的
行
為
で
あ
る
の
か
を
区
別

(fe)

す
る
こ
と
は
難
し
-
、
実
際
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
困
難
な
問
題
を
残
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
こ
と
は
、
私
権
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
3
)

国
際
機
構
の
内
部
的
裁
判
所
は
、
個
人
利
益
の
保
護
に
寄
与
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
実
行
に
於
い
て
公
正
で
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
の
も
事

c
o
;

実
で
あ
る
が
、
国
際
機
構
の
目
的
達
成
の
確
保
と
私
権
保
護
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
際
機
構
の
内
部
的
裁
判
所
の
t
層
の
充
実
が

fS;

望
ま
れ
る
。
ま
た
、
国
際
機
構
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
免
除
が
、
国
家
間
の
場
合
の
よ
う
に
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、

当
該
国
家
の
一
方
的
な
負
担
の
も
と
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
国
際
機
構
は
裁
判
管
轄
権
免
除
を
濫
用
す
る
こ
と
を
慎
み
、

機
能
の
行
使
の
た
め
に
問
題
が
な
い
場
合
は
放
棄
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
が
非
加
盟
の
国
際
機
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
る
か
否
か
は
、
既
に
述
べ
た
わ
が
国
が
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
場
合
と
は

1
ー
-
~
」

異
な
り
、
こ
の
よ
う
な
国
際
機
構
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
与
え
る
国
際
法
上
の
法
的
義
務
は
存
在
し
な
い
た
め
、
政
治
的
判
断
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
裁
判
管
轄
権
免
除
付
与
の
国
内
法
上
の
根
拠
と
し
て
、
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
独
立
し
た
立

法
ま
た
は
わ
が
国
が
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
条
約
を
こ
れ
ら
の
国
際
機
構
に
採
用
す
る
手
続
を
定
め
た
立
法

(Ⅷ)

が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
立
法
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
非
加
盟
の
国
際
級
樺
が
自
国
で
活
動
す

る
こ
と
を
一
旦
認
め
た
場
合
、
活
動
を
認
め
た
こ
と
よ
り
生
じ
る
義
務
に
基
づ
い
て
、
一
定
の
特
権
お
よ
び
免
除
を
認
め
る
こ
と
も
可
能

fg;

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
に
於
い
て
検
討
し
た
、
合
衆
国
に
於
け
る
外
国
国
家
に
対
す
る
絶
対
的
免
除
主
義
か
ら
制
限
的
免
除
主
義
へ
の
変
更
お
よ
び
国
際

機
構
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
免
除
の
態
様
は
、
将
来
の
わ
が
国
の
選
択
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
国
連
で
の
討
議
の
推
移
と
共

(
3
,に

、
合
衆
国
の
判
例
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
-
)
　
太
寿
堂
鼎
、
「
民
事
裁
判
権
の
免
除
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
七
　
(
昭
和
五
七
年
)
　
四
五
頁
、
五
〇
I
五
1
頁
O

(
2
)
　
制
限
的
免
除
主
義
に
於
け
る
裁
判
管
轄
権
免
除
許
否
の
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
太
寿
堂
鼎
、
「
主
権
免
除
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
」
法
学
論

ヽ
1

328421

-
「
L
l

5

e
Y
'

^
-
>



叢
第
九
四
巻
第
六
号
(
昭
和
五
〇
年
)
　
1
五
二
頁
、
一
五
六
I
l
六
三
貢
。

(
3
)
　
外
国
国
家
に
対
し
絶
対
的
免
除
主
義
を
認
め
た
判
例
と
し
て
'
大
審
院
決
定
昭
和
三
年
-
二
月
二
八
日
、
民
集
第
七
巻
1
二
八
貢
O
そ
の
後
の

下
級
審
の
判
例
も
、
絶
対
的
免
除
主
義
の
立
場
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
(
祖
川
武
夫
・
小
田
滋
編
著
、
『
わ
が
国
裁
判
所
の
国
際
法
判
例
』
(
昭

和
五
三
年
)
　
1
九
-
四
〇
真
)
。
た
だ
し
へ
福
岡
地
裁
判
決
昭
和
三
1
年
三
月
二
三
日
、
労
民
集
第
七
巻
第
二
号
二
云
1
頁
、
東
京
地
裁
判
決
昭

和
二
九
年
六
月
九
日
、
下
民
集
第
五
巻
第
六
号
八
三
六
頁
参
照
。
一
般
に
、
太
寿
堂
鼎
、
「
民
事
裁
判
権
の
免
除
」
、
前
出
註
(
-
)
、
参
照
。

(
-
*
)
　
A
l
l
e
n
,
E
.
,
T
h
e
 
P
o
s
i
t
i
o
n
 
o
f
 
F
o
r
e
i
g
n
 
S
t
a
t
e
s
 
b
e
f
o
r
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
u
r
t
s
,
C
h
i
e
f
l
y
 
i
n
 
C
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l
 
E
u
r
o
p
e
(
1
9
3
3
)
3
0
1

B
r
o
w
n
l
i
e
,
I
.
,
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
L
a
w
(
2
n
d
 
e
d
1
9
7
3
)
3
1
9
e
t
 
s
e
q
.

(
l
o
)
　
2
8
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
1
6
0
2
(
1
9
7
9
)
.
p
^
c
o
i
-
k
J
に
関
す
る
邦
文
論
文
と
し
て
、
太
寿
堂
鼎
、
「
主
権
免
除
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
」
法
学
論
叢
第

九
四
巻
第
六
号
(
昭
和
五
〇
年
)
　
1
五
二
頁
、
本
間
浩
、
「
t
九
七
六
年
主
権
免
除
法
」
外
国
の
立
法
第
.
1
七
巻
第
二
号
(
昭
和
五
三
年
)
六
五

頁
、
西
立
野
園
子
、
「
米
国
主
権
免
除
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
二
七
号
(
昭
和
五
五
年
)
一
一
七
頁
、
太
寿
堂
鼎
、
「
民
事
裁
判
権
の
免
除
」
、
前

出
証
(
-
)
、
広
瀬
善
男
、
「
国
際
法
上
の
主
権
免
除
の
現
況
」
明
治
学
院
法
学
研
究
二
九
(
昭
和
五
八
年
)
一
九
頁
。

(
<
o
)
　
1
9
7
8
c
.
3
3
.
当
該
法
律
に
関
し
、
山
崎
公
士
、
「
1
九
七
八
年
国
家
免
除
法
」
外
国
の
立
法
第
1
八
巻
第
六
号
(
昭
和
五
四
年
)
三
〇
1
貢
、

M
a
n
n
,
F
.
A
.
,
"
T
h
e
 
S
t
a
t
e
 
I
m
m
u
n
i
t
y
 
A
c
t
1
9
7
8
"
,
(
1
9
7
9
)
5
0
B
.
Y
.
I
.
L
.
4
3
;
W
h
i
t
e
,
R
.
C
.
A
.
,
"
T
h
e
 
S
t
a
t
e
 
I
m
m
u
n
i
t
y
 
A
c
t

1
9
7
8
"
,
(
1
9
7
9
)
4
2
M
o
d
e
r
n
 
L
a
w
 
R
e
v
i
e
w
7
3
;
D
a
l
a
u
m
e
,
G
.
R
.
,
"
T
h
e
 
S
t
a
t
e
 
I
m
m
u
n
i
t
y
 
A
c
t
 
o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
K
i
n
g
d
o
m
"
,
7
3

A

.

J

.

I

.

L

.

3

9

9

(

1

9

7

9

)

;

S

i

n

c

l

a

i

r

,

I

㍉

'

T

h

e

 

L

a

w

 

o

f

 

S

o

v

e

r

e

i

g

n

 

I

m

m

u

n

i

t

y

.

R

e

c

e

n

t

 

D

e

v

e

l

o

p

m

e

n

t

s

"

,

(

1

9

8

0

-

l

l

)

1

6

7

R

.

C

.

1

1

3

a

t

2
5
7
e
t
s
e
q
参
照
o
他
方
、
英
国
に
於
け
る
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
は
、
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
A
c
ニ
9
6
8
(
1
9
6
8
c
.
4
8
)

お
よ
び
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
A
c
t
1
9
8
1
(
1
9
8
1
c
.
9
)
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
　
各
国
の
主
権
免
除
に
関
す
る
立
法
お
よ
び
判
例
に
つ
い
て
、
S
i
n
c
l
a
i
r
,
i
b
i
d
,
a
t
1
4
6
e
t
 
s
e
q
参
照
。

(
8
)
　
例
え
ば
、
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
(
昭
和
三
八
年
条
約
第
一
二
号
)
、
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
P
r
i
v
i
l
e
g
e
s
 
a
n
d
 
l
m
m
u
-

n

i

t

i

e

s

 

o

f

 

t

h

e

U

n

i

t

e

d

 

N

a

t

i

o

n

s

,

1

U

.

N

.

T

.

S

.

1

5

(

1

9

4

6

-

1

9

4

7

)

参

照

o

(
9
)
　
欧
州
共
同
体
委
員
会
の
代
表
部
の
設
置
並
び
に
そ
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
欧
州
共
同
体
委
員
会
と
の
間
の
協
定
(
昭
和

四
九
年
条
約
第
三
号
)
。

(
2
)
　
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
∽
2
8
8
(
1
9
5
8
)
.

、LU
B
R

っ
J

afii

428421iuLU
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(
:
=
:
)
　
国
際
機
構
の
国
内
法
上
の
地
位
に
関
し
て
、
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
o
n
s
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
S
e
r
i
e
s
,
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
T
e
x
t
s
 
a
n
d
 
T
r
e
a
t
y
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s

c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
L
e
g
a
l
S
t
a
t
u
s
,
P
r
i
v
i
l
e
g
e
s
a
n
d
l
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
(
I
　
1
9
5
9
,
I
1
9
6
1
)
参
照
。

(
2
)
　
T
h
e
S
c
h
o
o
n
e
r
E
x
c
h
a
n
g
e
 
v
M
c
F
a
d
d
o
n
,
l
l
U
.
S
.
(
7
C
r
a
n
c
h
)
1
1
6
(
1
8
1
2
)
.

(
2
)
　
外
国
あ
る
い
は
そ
の
機
関
の
主
権
免
除
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
当
該
外
国
国
家
は
、
合
衆
国
国
務
省
に
働
き
か
け
、
司
法
省
に
対
し
主
権
免

除
の
提
議
を
行
な
う
よ
う
に
促
す
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
国
務
省
の
提
議
は
、
司
法
長
官
へ
勧
告
さ
れ
、
司
法
長
官
は
当
該
事
件
管
轄
地
区
司
法

当
局
に
対
し
て
、
当
該
訴
訟
管
轄
裁
判
所
へ
適
当
な
意
見
陳
述
を
行
な
う
よ
う
指
示
し
た
　
(
F
e
l
l
e
r
,
A
.
H
.
㍉
.
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 
i
n
 
C
a
s
e
s

i
n
v
o
l
v
i
n
g
l
m
m
u
n
i
t
y
o
f
 
F
o
r
e
i
g
n
 
S
t
a
t
e
s
i
n
C
o
u
r
t
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
"
,
2
5
A
.
J
.
I
.
L
.
8
3
a
t
8
6
(
1
9
3
1
)
)
-

外
交
ル
1
-
を
通
じ
て
国
務
省
に
要
請
さ
れ
た
裁
判
管
轄
権
免
除
は
、
T
a
t
e
L
e
t
t
e
r
が
採
択
さ
れ
た
1
九
五
二
年
五
月
よ
り
、
f
c
c
n
i
-
i
<
!
が

発
効
し
た
1
九
七
七
年
l
月
ま
で
に
二
〇
を
数
え
る
(
S
a
n
d
i
e
r
,
M
.
、
V
a
g
t
s
,
D
.
F
.
&
R
i
s
t
a
u
,
B
.
A
.
,
e
d
s
,
"
S
o
v
e
r
e
i
g
n
 
I
m
m
u
n
i
t
y

D
e
c
i
s
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
S
t
a
t
e
,
M
a
y
1
9
5
2
t
o
 
J
a
n
u
a
r
y
1
9
7
7
"
,
[
1
9
7
7
]
D
i
g
e
s
t
 
o
f
 
U
.
S
.
P
r
a
c
t
i
c
e
 
i
n
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
L
a
w

l
O
1
7
-
参
照
)
。

(

2

0

　

E

x

P

a

r

t

e

P

e

r

u

,

3

1

8

U

.

S

.

5

7

8

(

1

9

4

3

)

.

た

だ

し

、

F

r

a

n

z

i

e

r

v

H

a

n

o

v

a

r

B

a

n

k

,

2

0

4

M

i

s

c

.

9

2

2

,

1

1

9

N

.

Y

.

S

.

2

d

3

1

9

,

a

f

f

'

d

.

,

2

8

1

A

p

p

.

D

i

v

.

8

6

1

,

1

1

9

.

N

.

Y

.

S

.

2

d

9

1

8

(

1

9

5

3

)

‥

S

t

e

p

h

e

n

 

v

Z

r

u

m

o

s

t

e

n

k

a

B

a

n

k

N

a

t

i

o

n

a

l

 

C

o

r

p

o

r

a

t

i

o

n

,

1

5

A

p

p

.

D

i

v

.

2

d

l
l
l
,
2
2
2
N
.
Y
.
S
.
2
d
1
2
8
(
1
s
t
 
D
e
p
t
.
1
9
6
1
)
.

(
S
)
　
2
6
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
S
t
a
t
e
 
B
u
l
l
e
t
i
n
9
8
4
(
1
9
5
2
)
.

(
S
)
　
I
s
b
r
a
n
d
t
s
e
n
T
a
n
k
e
r
s
,
I
n
c
.
v
P
r
e
s
i
d
e
n
t
o
f
l
n
d
i
a
,
4
4
6
F
.
2
d
 
1
1
9
8
(
2
d
 
C
i
r
.
1
9
7
1
)
;
c
e
r
t
,
d
e
n
i
e
d
,
4
0
4
U
.
S
.
9
8
5
(
1
9
7
1
)
.

S
a
n
d
i
e
r
 
e
t
 
a
l
,
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
1
3
,
a
t
 
l
O
6
6
⊥
0
6
7
参
照
。

(

t

O

 

R

i

c

h

 

v

N

a

v

i

e

r

a

V

a

c

u

b

a

,

S

.

A

,

2

9

5

F

.

2

d

2

4

(

4

t

h

 

C

i

r

.

1

9

6

1

)

.

S

a

n

d

i

e

r

 

e

t

 

a

l

,

s

u

p

r

a

 

n

o

t

e

1

3

,

a

t

 

l

O

4

4

参

照

。

(
2
)
　
C
o
r
d
o
z
o
は
、
主
権
免
除
の
基
礎
を
国
際
法
で
は
な
-
国
家
間
の
礼
譲
に
求
め
る
　
(
C
o
r
d
o
z
o
,
M
.
H
.
,
 
"
J
u
d
i
c
i
a
l
 
D
e
f
e
r
e
n
c
e
 
t
o
 
S
t
a
t
e

D

e

p

a

r

t

m

e

n

t

 

S

u

g

g

e

s

t

i

o

n

s

‥

R

e

c

o

g

n

i

t

i

o

n

 

o

f

,

P

r

e

r

o

g

a

t

i

v

e

 

o

r

 

A

b

d

i

c

t

i

o

n

 

t

o

 

U

s

u

r

p

e

r

"

,

4

8

C

o

r

n

e

l

l

 

L

a

w

 

Q

u

a

r

t

e

r

l

y

4

6

1

　

a

t

4
8
3
-
4
8
6
(
1
9
6
3
)
)
-
し
か
し
な
が
ら
、
主
権
免
除
の
範
囲
の
確
定
お
よ
び
適
用
は
、
各
国
国
内
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
主
権
免

除
の
1
般
的
概
念
自
体
は
、
国
際
法
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
O

(
2
)
　
2
8
U
.
S
.
C
.
A
.
∽
1
6
0
2
(
1
9
7
9
)
.

ヽ
ー
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0
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2
8
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
1
6
0
3
(
d
)
(
1
9
7
9
)
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
商
業
活
動
」
と
は
、
常
規
の
課
程
の
商
業
経
営
ま
た
ほ
特
殊
な
商
取
引
若
し
-
ほ
商
行
為
の
い
ず
れ
か
を
意
味
す
る
。
活
動
の
商
業
的
性
質

は
'
当
該
活
動
の
目
的
を
参
照
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
常
規
課
程
の
経
営
の
性
質
ま
た
は
特
殊
な
取
引
若
し
く
は
行
為
の
性
質
を
参
照
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
"
S
e
c
t
i
o
n
-
b
y
-
S
e
c
t
i
o
n
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
S
o
v
e
r
e
i
g
n
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
t
o
f
1
9
7
5
"
,
1
5
I
.
L
.
M
.
1
0
2
ニ
0
5
(
1
9
7
6
)
参
照
・

商
業
活
動
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
G
i
t
t
l
e
r
v
G
e
r
m
a
n
l
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
e
n
t
e
r
,
9
5
M
i
s
c
.
2
d
7
8
8
,
4
0
8
N
.
Y
.
S
.
2
d
6
0
0
(
1
9
7
8
)
・

U
n
i
t
e
d
E
u
r
a
t
n
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
v
U
n
i
o
n
o
f
S
o
v
i
e
t
S
o
c
i
a
l
i
s
t
R
e
p
u
b
l
i
c
s
,
4
6
1
F
.
S
u
p
p
.
6
0
9
(
S
,
D
.
N
.
Y
.
1
9
7
9
)
;
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f
M
a
c
h
i
n
i
s
t
s
a
n
d
A
e
r
o
s
p
a
c
e
W
o
r
k
e
r
s
v
O
P
E
C
,
4
7
7
F
.
S
u
p
p
.
5
3
3
(
D
.
C
.
C
a
1
.
1
9
7
9
)
;
G
e
m
i
n
i
S
h
i
p
p
i
n
g
,

I
n
c
.
v
F
o
r
e
i
g
n
T
r
a
d
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
f
o
r
C
h
e
m
i
c
a
l
s
a
n
d
F
o
o
d
s
t
u
f
f
s
,
6
4
7
F
.
2
d
3
1
7
(
C
・
A
.
N
.
Y
.
1
9
8
1
)
;
S
u
g
e
r
m
a
n

A
e
r
o
m
e
x
i
c
o
,
I
n
c
=
6
2
6
F
.
2
d
2
7
0
(
C
.
A
.
N
・
J
.
1
9
8
0
)
】
A
r
a
n
g
o
v
G
u
z
m
a
n
T
r
a
v
e
l
A
d
i
v
i
s
o
r
s
C
o
r
p
.
,
6
2
1
F
.
2
d
1
3
7
1

(
C
.
A
.
F
l
a
.
1
9
8
0
)
;
T
e
x
a
s
T
r
a
d
i
n
g
&
M
i
l
l
C
o
r
p
.
v
F
e
d
e
r
a
l
R
e
p
u
b
l
i
c
o
f
N
i
g
e
r
i
a
,
M
I
F
.
2
d
3
0
0
(
C
.
A
.
N
.
Y
.
1
9
8
1
)

V
e
r
l
i
n
d
e
n
B
.
V
.
v
C
e
n
t
r
a
l
B
a
n
k
o
f
N
i
g
e
r
i
a
,
1
0
3
S
.
C
t
.
1
9
6
2
,
4
6
1
U
.
S
.
4
8
0
,
7
6
L
.
E
d
.
2
d
8
1
(
1
9
8
3
)
;
T
r
a
n
s
a
m
e
r
i
c
a
n
S
.

S
.
C
o
r
p
.
v
S
o
m
a
l
i
D
e
m
o
c
r
a
t
i
c
R
e
p
u
b
l
i
c
,
7
6
7
F
.
2
d
9
9
8
(
C
.
A
.
D
.
C
.
1
9
8
5
)
;
S
e
g
n
i
v
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
O
f
f
i
c
e
o
f
S
p
a
i
n
,
8
3
5

F
.
2
d
1
6
0
(
7
t
h
 
C
i
r
.
1
9
8
7
)
.

(
S
3
)
　
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
o
n
t
h
e
P
r
i
v
i
l
e
g
e
s
a
n
d
l
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
,
1
U
.
N
.
T
.
S
.
1
5
(
1
9
4
6
-
1
9
4
7
)
.

A
g
r
e
e
m
e
n
t
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
H
e
a
d
q
u
a
t
e
r
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
,
2
U
.
N
.
T
.
S
.
1
2
(
1
9
4
7
)
.
本
部
協
定
は
、
裁
判
管
轄
権
免
除
に

関
す
る
規
定
を
何
等
含
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
四
六
年
よ
り
合
衆
国
が
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
を
批
准
す
る
i
九

七
〇
年
ま
で
の
間
、
国
際
連
合
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
存
否
お
よ
び
範
囲
は
、
合
衆
国
国
内
法
で
あ
る
w
O
w
<
<
(
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
2
8
8

(
1
9
5
8
)
)
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
た
.
と
こ
ろ
で
、
本
部
協
定
は
、
国
連
本
部
を
国
際
連
合
の
管
理
お
よ
び
権
限
の
も
と
に
お
く
こ
と
を
原
則
と

は
し
な
が
ら
も
、
国
際
連
合
の
機
能
の
完
全
な
行
使
の
た
め
に
制
定
さ
れ
る
国
連
規
則
(
本
部
協
定
第
三
条
第
八
項
)
と
相
反
し
な
い
限
り
,
そ

の
区
域
内
で
行
な
わ
れ
た
行
為
と
取
引
契
約
に
対
し
て
は
、
所
在
地
国
の
国
内
裁
判
所
に
裁
判
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
(
本
部
協
定
第
三
条
第

七
項
)
o
例
え
ば
、
P
e
o
p
l
e
v
C
o
u
n
m
a
t
o
s
,
2
2
4
N
.
Y
.
S
.
2
d
5
0
4
a
t
5
0
7
(
1
9
6
2
)
に
於
い
て
,
国
連
職
員
に
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2
d
6
1
0
a
t
6
1
5
-
6
1
7
(
D
.
C
.
C
i
r
.
1
9
8
3
)
.
こ
の
事
件
に
於
い
て
は
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
協
定
　
(
昭
和
五
二
年
条
約
1
四
号
、
2

U
.
N
.
T
.
S
.
1
8
0
(
1
9
4
7
)
)
第
七
条
第
三
項
の
、
「
銀
行
に
対
す
る
訴
は
、
当
該
領
域
内
に
銀
行
が
事
務
所
を
有
し
て
お
り
、
若
し
-
は
訴
訟
に

関
す
る
送
達
を
受
け
る
た
め
代
理
人
を
任
命
し
て
い
る
加
盟
国
又
は
当
該
領
域
内
で
銀
行
が
証
券
の
発
行
若
し
-
は
保
障
を
し
て
い
た
加
盟
国

の
管
轄
裁
判
所
に
お
い
て
の
み
提
議
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
の
規
~
定
は
'
雇
用
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
免
除
の
放
棄
を
意
味
し
な
い
と
判
示

さ

れ

た

　

(

7

1

7

F

.

2

d

6

1

0

a

t

6

1

4

-

6

1

5

a

n

d

6

1

7

-

6

2

0

(

D

.

G

.

C

i

r

.

1

9

8

3

)

)

。

同

旨

、

C

h

i

r

i

b

o

g

a

 

v

 

I

n

t

e

r

n

a

t

i

o

n

a

l

 

B

a

n

k

 

f

o

r

 

R

e

c

o

苧

s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
6
1
6
F
.
S
u
p
p
.
9
6
3
a
t
9
6
8
(
D
.
C
.
D
.
C
.
1
9
8
5
)
)
。

6
1
8
F
.
S
u
p
p
.
6
4
5
a
t
6
4
8
(
D
.
C
.
D
.
C
.
1
9
8
5
)
.

Ibid.
B
r
o
a
d
b
e
n
t
 
v
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
,
6
2
8
F
.
2
d
2
7
a
t
3
4
-
3
5
(
D
.
C
.
C
i
r
.
1
9
8
0
)
.

(
1
9
8
2
)
6
3
I
.
L
.
R
.
9
2
(
D
.
D
.
C
.
1
9
7
7
)
.

P
S
工
A
の
も
と
で
は
'
外
国
国
家
が
行
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
建
設
契
約
は
当
然
に
商
業
活
動
で
あ
る
と
さ
れ
、
主
権
免
除
の
適
用
は
な
い

(
"
S
e
c
t
i
o
n
-
b
y
-
S
e
c
t
i
o
n
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
 
t
h
e
 
S
o
v
e
r
e
i
g
n
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
t
 
o
f
1
9
7
5
"
,
1
5
I
.
L
.
M
.
1
0
2
a
t
 
1
0
5
(
1
9
7
6
)
)
-

3
3
6
F
.
2
d
3
5
4
(
2
d
 
C
i
r
.
1
9
6
4
)
.

(
1
9
8
2
)
6
3
I
.
L
.
R
.
9
2
a
t
9
4
-
9
5
.
裁
判
所
は
、
当
該
事
件
に
於
い
て
い
か
な
る
基
準
に
よ
り
商
業
活
動
を
認
定
す
る
か
は
明
示
し
な
か
っ
た

が
、
行
為
性
質
基
準
を
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

6
2
8
F
.
2
d
2
7
a
t
3
1
-
3
2
(
D
.
C
.
C
i
r
.
1
9
8
0
)
.

n
f
i

928421
/

.
-
A

~
T

C
Y
'
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・

C

D

N

(ァ)
f
3
;

(S)
(
6
3
)

(S)
(
8
)

M
e
a
n
s
v
M
e
a
n
s
,
6
0
M
i
s
c
.
2
d
5
3
8
(
N
.
Y
.
F
a
m
.
C
t
.
1
9
6
9
)
'
M
e
n
o
n
v
W
e
i
l
,
3
2
0
N
.
Y
.
S
.
2
d
4
0
5
(
N
.
Y
.
C
i
t
y
C
i
v
.
C
t
.

1
9
7
1
)
お
よ
び
S
h
a
m
s
e
e
v
S
h
a
m
s
e
e
,
4
2
8
N
.
Y
.
S
.
2
d
.
3
3
(
A
p
p
.
D
i
v
.
1
9
8
0
)
に
於
い
て
は
、
契
約
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
、
I
O
I

A
上
の
裁
判
管
轄
権
免
除
も
問
題
と
さ
れ
た
が
、
国
連
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
第
二
条
第
二
項
は
絶
対
的
免
除
主
義
を
認
め
て
い
る

た
め
へ
　
i
-
i
O
'
-
i
<
J
上
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
範
関
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。

5
5
2
F
.
2
d
3
2
7
(
C
t
.
C
1
.
1
9
7
7
)
.

4
8
3
F
.
S
u
p
p
.
3
5
2
(
W
.
D
.
W
i
s
.
1
9
7
9
)
.

国
際
機
構
の
職
員
の
行
な
っ
た
不
法
行
為
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
は
、
国
際
機
構
は
、
こ
れ
ら
が
職
員
の
任
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
な
さ

れ
た
場
合
を
除
い
て
、
表
に
裁
判
管
轄
権
免
除
の
放
棄
を
行
な
う
慣
行
を
発
達
さ
せ
て
い
る
(
A
h
l
u
w
a
l
i
a
,
K
.
,
T
h
e
L
e
g
a
l
S
t
a
t
u
s
,

P
r
i
v
i
l
e
g
e
s
a
n
d
l
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
A
g
e
n
c
i
e
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
C
e
r
t
a
i
n
 
O
t
h
e
r
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
(
1
9
6
4
)
2
0
3
;
M
i
c
h
a
e
l
s
,
D
.
,
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
P
r
i
v
i
l
e
g
e
s
a
n
d
l
m
m
u
n
i
t
i
e
s
(
1
9
7
1
)
5
7
;
L
i
a
n
g
,
Y
.
-
L
.
 
"
T
h
e

L
e
g
a
l
S
t
a
t
u
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
"
,
2
I
.
L
.
Q
.
5
7
7
a
t
5
9
9
(
1
9
4
8
)
)
-

E
d
i
s
o
n
S
a
u
l
t
E
l
e
c
t
r
i
c
C
o
m
p
a
n
y
v
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
,
5
5
2
F
.
2
d
3
2
7
a
t
3
3
6
(
C
t
.
C
1
.
1
9
7
7
)
;
S
o
u
c
h
e
r
a
y
v
C
o
r
p
s
o
f

E
n
g
i
n
e
e
r
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
A
r
m
y
,
4
8
3
F
.
S
u
p
p
.
3
5
2
a
t
3
5
5
(
W
.
D
.
W
i
s
.
1
9
7
9
)
.

2

2

U

.

S

.

C

.

A

.

∽

2

∞

3

(

a

)

(

1

9

5

8

)

.

N
o
.
7
7
-
0
0
3
8
(
D
.
D
.
C
.
)
c
i
t
e
d
a
t
S
t
e
i
n
b
e
r
g
v
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
r
i
m
i
n
a
l
P
o
l
i
c
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
6
7
2
F
.
2
d
9
2
7
a
t
9
2
8
(
D
.
C
.

Cir.1981).

s

t

e

i

n

b

e

r

g

v

l

n

t

e

r

n

a

t

i

o

n

a

l

C

r

i

m

i

n

a

l

P

o

l

i

c

e

O

r

g

a

n

i

z

a

t

i

o

n

6

7

2

F

.

2

d

9

2

7

a

t

9

3

2

(

D

.

C

.

C

i

r

.

1

9

8

1

)

.

h

q

^

q

は

、

1

九

八

三

年
に
な
っ
て
、
h
Q
h
<
J
の
通
用
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
(
E
x
e
c
u
t
i
v
e
O
r
d
e
r
N
o
.
1
2
4
2
5
,
4
8
F
.
R
.
1
1
9
(
1
9
8
3
)
)
-

た
だ
し
、
国
際
機
構
へ
の
加
盟
と
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
批
准
が
同
時
に
行
な
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
合
衆
国
は
国
連
と
の
間

に
本
部
協
定
(
A
g
r
e
e
m
e
n
t
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
H
e
a
d
q
u
a
t
e
r
s
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
.
2
U
.
N
.
T
.
S
.
1
2
(
1
9
4
7
)
)
を
締
結
し
,
ま
た
国
内

的
に
は
i
-
i
Q
¥
-
1
<
!
を
制
定
し
た
が
、
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
(
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
o
n
t
h
e
P
r
i
v
e
l
e
g
e
s
a
n
d
l
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f

t
h
e
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
,
1
U
.
N
.
T
.
S
.
1
5
(
1
9
4
6
-
1
9
4
7
)
)
を
批
准
し
た
の
は
1
九
七
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

国
際
機
構
は
主
と
し
て
そ
の
加
盟
国
に
於
い
て
そ
の
活
動
を
行
な
い
、
非
加
盟
国
で
活
動
を
行
な
い
ま
た
は
非
加
盟
国
に
代
表
部
を
設
置
す
る

っ
ん
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・
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・

つ
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防免檀!ii管判戟の棉鶴m国る
<
t
-於に国ォ

=
m

例
は
多
-
ほ
な
か
っ
た
た
め
、
非
加
盟
国
に
於
け
る
国
際
機
構
の
特
権
お
よ
び
免
除
に
関
し
て
重
大
な
T
般
的
問
題
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
は

な
く
、
個
別
的
に
解
決
さ
れ
て
き
た
。
ス
イ
ス
に
於
け
る
国
連
磯
関
な
ら
び
に
日
本
お
よ
び
カ
ナ
ダ
に
於
け
る
欧
州
共
同
体
代
表
部
参
照
。

(

ァ

)

　

2

2

U

.

S

.

C

.

A

.

∽

2

8

∞

(

1

9

5

8

)

.

(
f
e
)
　
I
b
i
d
.

(

ァ

)

　

2

2

U

.

S

.

C

.

A

.

∽

2

8

8

g

e

t

 

s

e

n

(

1

9

5

8

)

.

(
g
)
　
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
2
∞
8
・
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
に
対
し
て
は
、
1
九
八
四
年
1
二
月
の
合
衆
国
脱
退
以
降
も
h
q
h
<
;
の
通
用
を
停
止
し

て
い
な
い
。

(
」
)
　
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
∽
2
8
8
f
-
1
(
1
9
5
8
)
.
ま
た
、
[
1
9
8
3
]
U
.
S
.
C
o
d
e
C
o
n
g
r
e
s
s
i
o
n
a
l
a
n
d
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
N
e
w
s
1
4
8
4
参
照
。

(
れ
)
　
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
∽
2
8
8
f
-
2
(
1
9
5
8
)
.
ま
た
、
[
1
9
7
9
]
U
.
S
.
C
o
d
e
C
o
n
g
r
e
s
s
i
o
n
a
l
a
n
d
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
N
e
w
s
9
8
2
参
照
。

(
K
)
　
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
2
∞
8
f
-
3
(
1
9
5
8
)
.
ま
た
、
[
1
9
8
7
]
U
.
S
.
C
o
d
e
C
o
n
g
r
e
s
s
i
o
n
a
l
a
n
d
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
N
e
w
s
1
3
9
5
参
照
。
赤
十
字
国

際

委

員

会

は

非

政

府

枚

関

で

あ

る

た

め

、

2

2

U

.

S

.

C

.

A

.

∽

2

8

8

(

1

9

5

8

)

の

対

象

と

は

な

ら

ず

、

2

2

U

.

S

.

C

.

A

.

∽

2

8

8

f

-

3

(

1

9

5

8

)

に

於

い
て
特
に
規
定
さ
れ
た
。

2

)

　

2

2

U

.

S

.

C

.

A

.

ァ

2

8

8

h

(

1

9

5

8

)

a

s

 

a

m

e

n

d

e

d

 

b

y

 

P

u

b

.

L

.

1

0

0

-

2

0

4

.

ま

た

、

[

1

9

8

7

]

U

.

S

.

C

o

d

e

 

C

o

n

g

r

e

s

s

i

o

n

a

l

 

a

n

d

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
N
e
w
s
1
3
9
4
参
照
。

(
E
)
　
た
だ
し
、
D
u
p
r
e
A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
,
I
n
c
.
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
,
(
1
9
8
2
)
6
3
I
.
L
.
R
.
9
2
.

(
S
)
　
雇
用
関
係
よ
り
生
じ
る
紛
争
に
関
し
て
は
、
前
述
三
に
於
い
て
検
討
し
た
ご
と
-
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
は
、
制
限
的
免
除
主

義
に
よ
っ
て
も
裁
判
管
轄
権
免
除
を
有
し
て
い
る
と
判
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
h
O
h
<
<
に
於
い
て
E
l
,
w
i
-
!
<
!
の
よ
う
な
行
為
性
質
基

準
に
よ
る
制
限
的
免
除
主
義
が
通
用
さ
れ
た
場
合
、
合
衆
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
の
場
合
と
は
異
な
り
、
裁
判
管
轄
権
免
除
が
当
然
に

合
衆
国
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
関
し
て
も
認
め
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
　
B
r
o
a
d
b
e
n
t
 
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n

S
t
a
t
e
s
に
於
い
て
、
裁
判
所
は
'
絶
対
的
免
除
主
義
に
よ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
P
q
c
m
-
i
<
;
に
於
け
る
制
限
的
免
除
主
義
に
よ
っ
て
も
、
職
員

の
雇
用
は
商
業
活
動
に
は
含
ま
れ
な
い
と
し
た
(
6
2
8
F
.
2
d
2
7
a
t
3
3
-
3
5
(
D
.
C
.
C
i
r
1
9
8
0
)
)
-
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
は
、
裁
判
所
は
、
国

際
機
構
が
各
加
盟
国
の
国
内
法
よ
り
自
由
に
そ
の
機
能
を
果
た
す
,
I
)
と
を
保
証
す
る
義
務
を
合
衆
国
が
加
盟
国
と
し
て
有
し
て
い
る
こ
と
を
理

由
と
し
て
、
行
為
性
質
基
準
に
基
づ
-
制
限
的
免
除
主
義
に
よ
っ
て
も
合
衆
国
の
加
盟
す
る
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
と

ヽ
~
ノ
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判
示
し
た
の
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
I
の
加
盟
し
て
い
な
い
国
際
機
構
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
判
旨
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

欧
州
共
同
体
の
特
権
お
よ
び
免
除
は
、
h
Q
h
<
J
と
と
も
に
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
∽
2
8
8
に
含
ま
れ
て
い
る
が
,
h
Q
h
<
の
蒜
と
し
て
立
法

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

(
7
)
　
欧
州
共
同
体
代
表
部
の
構
成
員
に
対
し
て
も
、
外
交
使
節
構
成
員
と
同
様
の
特
権
お
よ
び
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
2
2
U
.
S
.
C
.
A
.
切
2
∞
8

h
(
1
9
5
8
)
)
-
h
Q
h
<
;
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
取
扱
は
、
欧
州
共
同
体
委
員
会
の
代
表
部
の
設
置
並
び
に
そ
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
日
本

国
政
府
と
欧
州
共
同
体
委
員
会
と
の
間
の
協
定
(
昭
和
四
九
年
粂
約
第
:
専
)
と
は
異
な
る
(
東
京
地
裁
判
決
昭
和
五
七
年
五
月
三
言
、
労
民

集
第
三
三
巻
第
三
号
四
七
二
貢
参
照
)
0

(
g
2
)
　
f
n
O
T
M
<
上
、
国
連
の
常
駐
代
表
部
は
、
外
国
国
家
と
同
様
に
み
な
さ
れ
る
{
G
r
a
y
v
P
e
r
m
a
n
e
n
t
M
i
s
s
i
o
n
o
f
P
e
o
p
l
e
'
s
R
e
p
u
b
l
i
c
o
f

C

o

n

g

o

t

o

U

n

i

t

e

d

N

a

t

i

o

n

s

,

4

4

3

F

.

S

u

p

p

.

∞

1

6

(

S

.

D

.

N

.

Y

.

1

9

7

8

)

-

(

」

)

　

例

え

ば

、

S

e

g

n

i

v

C

o

m

m

e

r

c

i

a

l

O

f

f

i

c

e

o

f

S

p

a

i

n

,

8

3

5

F

.

2

d

1

6

0

(

7

t

h

C

i

r

.

1

9

8

7

)

.

(
g
)
　
2
8
U
.
S
.
C
.
A
.
∽
1
6
0
3
(
1
9
7
9
)
.

(
5
3
)
　
た
だ
し
、
R
i
o
s
v
M
a
r
s
h
a
l
l
に
於
い
て
は
、
加
盟
国
の
財
務
省
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
B
r
i
t
i
s
h
W
e
s
t
l
n
d
i
e
s
C
e
n
t
r
a
】
L
a
b
o
u
r

O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
(
B
W
I
C
L
O
)
に
つ
い
て
、
当
該
機
構
が
2
8
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
1
6
0
3
(
b
)
(
2
)
(
1
9
7
9
)
に
於
け
る
加
盟
国
の
機
関
に
あ
た
り
、
P
S

I
A
上
の
裁
判
管
轄
権
免
除
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
(
5
3
0
F
.
S
u
p
p
3
5
1
a
t
3
7
1
(
S
.
D
.
N
.
Y
.
1
9
8
1
)
)
・
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
B

^
i
-
i
O
i
-
I
O
が
商
業
行
為
に
従
事
し
て
い
た
か
否
か
を
検
討
し
、
商
業
行
為
に
は
あ
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
(
I
b
i
d
,
3
7
1
-
3
7
2
)
-

0

　

2

∞

U

.

S

.

C

.

A

.

浩

1

6

0

3

(

a

)

a

n

d

(

>

)

,

1

6

0

6

,

1

6

0

8

(

b

)

a

n

d

1

6

1

0

(

b

)

(

1

9

7

9

)

;

H

.

R

.

R

e

p

.

N

o

.

9

4

-

1

4

8

7

a

t

6

6

1

3

-

6

6

1

4

(

1

9

7

9

)

.

∞

U

.

S

.

C

.

A

:

∽

1

6

0

3

(

b

)

(

3

)

(

1

9

7

9

)

.

(
S
)
　
H
.
R
.
R
e
p
.
N
o
.
9
4
⊥
4
8
7
a
t
6
6
1
5
(
1
9
7
9
)
.

(
サ
)
　
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
O
l
y
m
p
i
c
C
o
m
m
i
t
t
e
e
は
、
非
政
府
幾
関
で
あ
る
が
(
I
.
0
.
C
.
C
h
a
r
t
e
r
,
r
u
l
e
2
4
参
照
。
た
だ
し
'
I
.
O
.
C
.
C
h
a
r
t
e
r
,

r
u
l
e
l
l
)
、
特
別
の
立
法
に
よ
る
h
Q
h
>
<
の
適
用
は
受
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
3
6
U
.
S
.
C
.
A
.
ァ
3
7
5
(
6
)
(
1
9
8
8
)
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
免
除

を
有
し
て
い
な
い
ー
M
O
O
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
し
て
、
M
a
r
t
i
n
v
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
O
l
y
m
p
i
c
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
N
o
.
8
3
-
5
8
4
7
(
G
.
D
.
C
a
1
.

A
p
r
.
1
6
,
1
9
8
4
)
参
照
。

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f
M
a
c
h
i
n
i
s
t
s
a
n
d
A
e
r
o
s
p
a
c
e
W
o
r
k
e
r
s
v
O
P
E
C
,
i
l
l
F
.
S
u
p
p
.
5
3
3
a
t
5
6
0
(
D
.
C
.
C
a
1
.

4

′
T

e
Y
U

I
&
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1
9
7
9
)
.
他
の
法
律
に
基
づ
い
て
裁
判
管
轄
権
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
訴
状
お
よ
び
呼
出
状
の
送
達
は
連
邦
地
方
裁
判
所
が
位
置
す
る
州

内
ま
た
は
連
邦
法
が
当
該
州
の
域
外
で
の
送
達
を
認
め
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
(
F
e
d
e
r
a
l
R
u
l
e
s
o
f
C
i
v
i
l
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
R
u
l
e
4
(
f
)
)
-

F
e
d
e
r
a
l
R
u
l
e
s
o
f
C
i
v
i
l
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
R
u
l
e
4
(
d
)
,
(
e
)
,
(
i
)
に
よ
る
訴
状
お
よ
び
呼
出
状
の
送
達
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
D
e
l
l
a
p
e
n
n
a
,

J
.
,
S
u
i
n
g
F
o
r
e
i
g
n
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 
a
n
d
T
h
e
i
r
 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
(
1
9
8
8
)
2
8
n
1
6
9
)
-
た
だ
し
'
F
e
d
e
r
a
l
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 
C
i
v
i
l
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
.

R
u
l
e
4
(
d
)
に
関
し
、
S
a
m
i
v
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
,
6
1
7
F
.
2
d
7
5
5
a
t
7
5
9
-
7
6
0
(
D
.
C
.
C
i
r
.
1
9
7
9
)
-
ま
た
、
D
e
l
l
a
p
e
n
n
a
,
i
b
i
d
,
で
引
用
さ

れ
た
O
s
t
e
r
v
C
a
n
a
d
a
,
1
4
4
F
.
S
u
p
p
.
7
4
6
(
N
.
D
.
N
.
Y
.
1
9
5
6
)
は
、
f
c
r
a
i
-
K
!
以
前
の
判
例
で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
に
関
し
て
ほ
何
等

問
題
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
財
産
の
仮
差
押
に
よ
る
裁
判
管
轄
権
の
成
立
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
田
中
英
夫
、
「
F
e
d
e
r
a
l
R
u
l
e
s
o
f

C
i
v
i
l
P
r
o
c
e
d
u
r
e
の
大
改
正
」
比
較
法
研
究
第
二
五
号
(
昭
和
二
元
年
)
　
1
二
九
頁
)
。
外
国
国
家
に
閑
し
財
産
の
仮
差
押
に
よ
る
裁
判
管
轄
権

の
成
立
の
可
能
性
を
示
竣
し
た
事
件
と
し
て
'
W
e
i
l
a
m
a
n
v
C
h
a
s
e
M
a
n
h
a
t
t
a
n
B
a
n
k
,
1
9
2
N
.
Y
.
S
.
2
d
4
6
9
参
照
。
合
衆
国
の
民
事
訴

訟
手
続
に
つ
い
て
、
小
林
秀
之
、
『
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
』
(
昭
和
六
〇
年
)
0
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o
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1

9

4
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U

.

S

.
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.

∽
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8

∞
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9

5

8

)
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O
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i
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A

c

t

1
9
6
8
,
(
1
9
6
8
c
.
4
8
)
,
s
.
1
(
1
)
a
n
d
(
2
)
.

J

e

n

k

s

,

C

.

W

.

,

I

n

t

e

r

n

a

t

i

o

n

a

l

l

m

m

u

n

i

t

i

e

s

(

1

9

6

1

)

1

7

-

1

8

;

P

l

a

n

t

e

y

,

A

.

,

T

h

e

l

n

t

e

r

n

a

t

i

o

n

a

l

C

i

v

i

l

S

e
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i
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e

(

1

9

8

1

)

ァ

1

3

3

参

照
。

(
8
)
　
前
出
註
(
3
)
参
照
。

(

ァ

)

　

B
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o

a

d

b

e
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t

v

O

r
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,

6

2

8

F

.

2

d

2

7

a

t

3

5

(

D

.

C

.

C

i

r

.

1

9

8

0

)

.

(
5
5
)
　
た
だ
し
、
N
o
t
e
,
 
"
J
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
a
l
l
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
l
n
t
e
r
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
"
,
9
1
Y
a
l
e
 
L
a
w
J
o
u
r
n
a
1
1
1
6
7
a
t
 
l
l
∞
†

1
1
8
5
(
1
9
8
2
)
参
照
O

(

ァ

D

 

M

e

n

d

a

r

o

 

v

 

W

o

r

l

d

 

B

a

n

k

,

1

1

1

F

.

2

d

6

1

0

　

a

t

6

1

5

(

D

.

C

.

C

i

r

.

1

9

8

3

)

;

C

h

i

r
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b

o
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v
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o
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a

l
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R
e
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o
n
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n
,
6
1
6
F
.
S
u
p
p
.
9
6
3
a
t
9
6
6
(
D
.
C
.
D
.
C
.
1
9
8
5
)
;
P
l
a
n
t
e
y
,
A
.
,
T
h
e
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
i
v
i
l
S
e
r
v
i
c
e
(
1
9
8
1
)
∽
1
3
3
-

1
3
4
;
S
e
y
e
r
s
t
e
d
,
F
.
,
 
"
J
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
 
o
v
e
r
 
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
O
f
f
i
c
i
a
l
s
 
o
f
 
S
t
a
t
e
s
,
T
h
e
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o
l
y
 
S
e
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a
n
d
 
l
n
t
e
r
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l

O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
(
2
)
"
,
(
1
9
6
5
)
1
4
I
.
C
.
L
.
Q
.
4
9
3
a
t
5
2
6
;
R
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
F
o
r
e
i
g
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e
l
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S
t
a
t
e
s
(
R
e
v
i
s
e
d
)
ァ
4
6
4
,
R
e
p
o
r
t
e
r
s
'
N
o
t
e
7
a
t
7
6
(
T
e
n
t
a
t
i
v
e
D
r
a
f
t
N
o
.
4
)
(
1
9
8
3
)
.
た
だ
し
、
宮
崎
繁
樹
「
国
際
公
務
員
の
労
働
争

訟
」
法
律
論
叢
第
五
八
巻
(
昭
和
六
l
年
)
二
元
五
頁
、
四
f
六
貢
o

国
際
機
構
と
国
際
機
構
職
員
の
紛
争
に
裁
判
管
轄
権
免
除
を
認
め
た
諸
国
の
判
例
と
し
て
、
H
e
l
t
z
e
l
v
A
i
r
T
r
a
f
f
i
c
S
e
r
v
i
c
e
s
A
g
e
n
c
y

(

N

o

v

.

3

0

,

1

9

7

9

)

(

F

e

d

e

r

a

l

C

o

n

s

t

i

t

u

t

i

o

n

a

l

C

o

u

r

t

o

f

G

e

r

m

a

n

y

)

;

I

n

t

e

r

g

o

v

e

r

n

m

e

n

t

a

l

C

o

m

m

i

t

t

e

e

o

n

E

u

r

o

p

e

a

n

M

i

g

r

a

t

i

o

n

(

ヽ

-

C
E
M
)
v
D
i
B
a
n
e
l
l
a
S
h
i
r
o
n
e
(
A
p
r
i
1
1
8
,
1
9
7
5
)
(
S
u
p
r
e
m
e
C
o
u
r
t
o
f
l
t
a
l
y
,
N
o
,
1
2
6
6
)
;
C
h
e
m
i
d
l
i
n
v
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
B
u
r
e
a
u
o
f

W
e
i
g
h
t
s
a
n
d
M
e
a
s
u
r
e
s
,
1
2
A
n
n
.
D
i
g
.
2
8
1
(
C
a
s
e
N
o
.
9
4
)
(
T
r
i
b
u
n
a
l
C
i
v
i
l
o
f
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
,
F
r
a
n
c
e
,
1
9
4
5
)
-
た
だ
し
、
宮
崎
繁
樹
、

「
国
際
公
務
員
の
労
働
争
訟
」
法
律
論
叢
第
五
八
巻
(
昭
和
六
一
年
)
二
元
五
考
小
寺
彰
r
 
r
裁
判
権
免
除
I
国
際
機
関
」
渉
外
判
例
百
選

(
第
二
版
)
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
,
1
第
八
七
号
(
昭
和
六
l
年
)
一
八
六
頁
、
1
八
七
頁
参
照

わ
が
国
裁
判
所
は
、
特
別
の
合
意
が
存
在
し
た
国
連
大
学
事
件
(
東
京
地
裁
決
定
昭
和
五
二
年
九
月
二
二
日
、
判
例
時
報
第
八
八
四
号
(
昭
和

五
三
年
)
七
七
頁
)
お
よ
び
欧
州
共
同
体
委
員
会
の
法
的
地
位
に
関
す
る
判
決
(
東
京
地
裁
判
決
昭
和
五
七
年
五
月
≡
日
、
労
民
集
第
三
三
巻

第
二
喜
(
昭
和
五
七
年
)
四
七
二
頁
)
の
二
例
に
於
い
て
、
国
際
放
横
の
裁
判
管
轄
権
免
除
に
-
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
わ
が
国
と
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
構
と
の
間
に
裁
判
管
轄
権
免
除
に
関
す
る
特
別
の
合
意
が
存
在
し
な
い
場
合
、
ま
た
わ
が
国
に
於
け
る

非
加
盟
の
国
際
機
構
の
裁
判
管
轄
権
免
除
に
つ
い
て
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
は
明
か
で
は
な
い
o
ま
た
、
国
連
大
学
(
中
村
道
、

『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
[
増
訂
版
]
』
[
田
畑
=
太
寿
堂
編
]
(
昭
和
五
五
年
)
四
五
頁
、
横
田
洋
三
、
ジ
ュ
リ
ス
-
l
第
六
九
二
喜
(
昭
和
五
四

年
)
二
六
四
頁
)
お
よ
び
欧
州
共
同
体
委
員
会
(
小
寺
彰
'
ジ
ュ
リ
ス
・
1
第
七
九
二
号
(
昭
和
五
八
年
)
二
六
入
貢
)
に
独
立
し
た
法
人
格
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
批
判
が
あ
る
(
た
だ
し
、
宮
崎
繁
樹
「
国
際
公
務
員
の
労
働
争
訟
」
法
律
論
叢
第
五
八
巻
(
昭
和
六
一
年
)
三
九
五

頁)。

(
g
)
　
国
際
機
構
に
制
限
的
免
除
を
認
め
た
例
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
B
r
a
n
n
o
v
M
i
n
i
s
t
r
y
o
f
W
a
r
,
[
1
9
5
5
]
I
.
L
.
R
.
7
5
6
参
照
。
D
u
p
r
e

A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
,
I
n
c
.
v
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
A
m
e
r
i
c
a
n
S
t
a
t
e
s
,
(
1
9
8
2
)
6
3
I
.
L
.
R
.
9
2
と
同
様
の
立
場
で
あ
る
が
、
当
該
判
決
は
、
論
理
構
成

上
難
点
が
あ
っ
た
(
前
述
本
文
三
、
C
、
仏
参
照
)
0

(
」
)
　
石
油
輸
出
国
機
構
ま
た
石
油
輸
出
国
機
構
に
倣
っ
た
他
の
1
次
産
品
に
関
す
る
国
際
機
構
な
ど
'
そ
の
日
的
達
成
の
た
め
商
業
的
な
行
為
を
行

な
う
も
の
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
石
油
輸
出
国
機
構
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f
M
a
c
h
i
n
i
s
t
s

a

n

d

A

e

r

o

s

p

a

c

e

W

o

r

k

e

r

s

v

O

P

E

C

,

4

7

7

F

.

S

u

p

p

.

5

3

3

(

D

.

C

.

C

a

1

.

1

9

7

9

)

参

照
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っ
J

ヽ
~
ノ

43o
o
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-
u
t
は
H
l
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(
ァ
)
　
S
t
e
i
n
b
e
r
g
v
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
r
i
m
i
n
a
l
P
o
l
i
c
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
6
7
2
F
.
2
d
9
2
7
(
D
.
C
.
C
i
r
.
1
9
8
1
)
参
照
。

(
f
e
)
　
外
国
国
家
に
つ
い
て
、
p
u
g
o
i
-
k
;
に
於
い
て
は
、
こ
の
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
o
し
か
し
な
が
ら
、
S
t
a
t
e
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
ニ
9
7
8

(
1
9
7
8
c
.
3
3
)
,
s
.
3
(
3
)
(
c
)
a
n
d
s
.
5
-
s
.
7
(
M
a
n
n
,
F
.
A
.
,
"
T
h
e
S
t
a
t
e
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
t
1
9
7
8
"
,
(
1
9
7
9
)
5
0
B
.
Y
.
I
.
L
.
4
3
a
t
5
2
-
5
3
1

参
照
。

(

8

)

　

例

え

ば

t

 

M

.

v

O

r

g

a

n

i

s

a

t

i

o

n

d

e

s

N

a

t

i

o

n

s

U

n

i

e

s

,

(

1

9

7

2

)

4

5

I

.

L

.

R

.

4

4

6

;

F

a

s

l

a

v

S

e

c

r

e

t

a

r

y

-

G

e

n

e

r

a

l

o

f

t

h

e

U

n

i

t

e

d

N

a

t

i

o

n

s

,

(

1

9

7

9

)

5

4

I

.

L

.

R

.

3

5

1

a

t

3

7

3

a

n

d

3

8

1

参

照

。

(

8

3

)

　

O

'

T

o

o

l

e

,

 

"

S

o

v

e

r

e

i

g

n

l

m

m

u

n

i

t

y

R

e

v

i

s

i

t

e

d

‥

S

u

i

t

s

A

g

a

i

n

s

t

l

n

t

e

r

n

a

t

i

o

n

a

l

O

r

g

a

n

i

z

a

t

i

o

n

s

・

・

,

4

S

u

f

f

o

l

k

T

r

a

n

s

n

a

t

i

o

n

a

l

 

L

a

w

J
o
u
r
n
a
1
1
a
t
4
a
n
d
1
4
n
3
9
(
1
9
8
0
)
.

(
ァ
)
　
A
k
e
h
u
r
s
t
,
M
.
,
T
h
e
L
a
w
g
o
v
e
r
n
i
n
g
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
i
n
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
(
1
9
6
7
)
4
-
5
.
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
司
法
裁

判
所
は
、
国
際
枚
横
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
勧
告
的
意
見
を
行
な
う
権
限
を
有
す
る
の
み
で
あ
り
(
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
六
五
条
)
、

個
人
の
紛
争
を
扱
う
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
。
他
方
、
国
際
機
構
の
内
部
的
裁
判
所
は
、
限
定
的
管
轄
権
を
有
す
る
の
み
で
あ
り
(
例
え
ば
、

国
際
復
興
開
発
銀
行
の
内
部
的
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
h
 
M
e
n
d
a
r
o
v
W
o
r
l
d
B
a
n
k
,
1
1
1
F
.
2
d
6
1
0
(
D
.
C
.
C
i
r
.
1
9
8
3
)
で
提
議
さ
れ
た
よ
う

な
問
題
は
解
決
さ
れ
得
な
い
)
、
ま
た
存
在
し
な
い
場
合
も
あ
る
(
国
連
大
学
本
部
に
関
す
る
国
連
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
第
二
凹
粂
第
二
項

(
昭
和
五
一
年
条
約
第
七
号
)
参
照
)
。

(
s
)
　
た
だ
し
、
小
寺
彰
、
「
裁
判
権
免
除
-
国
際
機
関
」
渉
外
判
例
苫
選
(
第
二
版
)
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
八
七
号
-
(
昭
和
六
一
年
)
一
八
六
頁
、

f
八
七
貢
;
L
a
l
i
v
e
,
J
.
-
F
.
,
"
L
'
i
m
m
u
n
i
t
e
d
e
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
d
e
s
E
t
a
s
e
t
d
e
s
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
"
,
(
1
9
5
3
)
8
4
R
.
C
.
2
0
9

a
t
3
0
4
-
3
0
5
参
照
.

(
S
)
　
例
え
ば
、
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
A
c
t
1
9
6
8
(
1
9
6
8
c
.
4
8
)
,
s
.
4
.
当
該
条
項
に
於
け
る
例
と
し
て
、
A
f
r
i
c
a
n
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

B

a

n

k

(

P

r

i

v

i

-

e

g

e

s

)

O

r

d

e

r

1

9

7

8

,

S

.

I

.

1

9

7

8

N

o

.

1

8

8

4

,

r

e

p

l

a

c

e

d

a

n

d

r

e

v

o

k

e

d

b

y

S

.

I

.

1

9

8

3

N

o

.

1

4

2

参

照

。

(
S
)
　
た
だ
し
、
未
承
認
国
家
の
主
権
免
除
に
関
し
、
波
多
野
里
望
'
「
裁
判
権
免
除
-
国
家
」
渉
外
判
例
百
選
(
第
二
版
)
別
冊
'
i
s
f
リ
ス
下
第
八

七
号
(
昭
和
六
一
年
)
一
八
二
頁
、
1
八
三
五
O
し
か
し
な
が
ら
、
石
黒
一
憲
へ
『
現
代
国
際
私
法
[
上
]
』
(
昭
和
六
1
年
)
二
三
六
頁
証
丁
六

八
で
挙
げ
ら
れ
た
、
M
a
n
n
,
F
.
A
.
,
 
"
T
h
e
S
t
a
t
e
l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
=
9
7
8
"
,
(
1
9
7
9
)
5
0
B
.
Y
.
I
.
L
.
4
3
a
t
4
7
e
t
 
s
e
q
は
、
S
t
a
t
e

l
m
m
u
n
i
t
y
A
c
t
1
9
7
8
(
1
9
7
8
c
.
3
3
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
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(
s
)
　
A
/
C
N
.
4
/
3
9
1
a
n
d
 
A
d
d
.
1
a
n
d
 
A
d
d
.
1
/
C
o
r
r
.
1
a
n
d
 
A
d
d
.
1
/
C
o
r
r
.
2
;
A
/
C
N
.
4
/
4
0
1
.

*
　
小
稿
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
広
島
大
学
法
学
部
と
の
間
の
学
術
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
、
筆
者
が
昭
和
六
三
年
八
月
-
九
月
に
か
け

て
ハ
ワ
イ
に
滞
在
中
に
行
な
っ
た
調
査
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
。
同
地
に
於
い
て
お
世
話
に
な
っ
た
ハ
ワ
イ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
お
よ
び
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
図
書
館
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
と
り
わ
け
以
下
の
諸
氏
に
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ハ
ワ
イ
大
学
法
学
部
長
ジ
ュ
レ
ミ
ィ
・
ハ
リ
ソ
ン
　
(
l
e
r

e
m
y
T
.
H
a
r
r
i
s
o
n
)
教
授
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ミ
ラ
ー
(
R
i
c
h
a
r
d
 
S
.
M
i
l
l
e
r
)
教
授
、
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ァ
ソ
・
ダ
イ
ク
　
(
J
o
n
 
V
a
n
 
D
y
k
e
)
　
教
授
、

ジ
ョ
ン
・
ピ
ク
ロ
ン
　
(
J
h
o
n
 
E
.
P
i
c
k
r
o
n
)
教
授
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ブ
ー
ス
　
(
C
h
a
ユ
e
s
D
.
B
o
o
t
h
)
教
授
、
学
部
長
補
佐
ロ
ー
レ
ン
ス
・
フ
ォ
ス

タ
ー
(
L
a
w
r
e
n
c
e
 
C
.
F
o
s
t
e
r
)
氏
。
ハ
ワ
イ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
御
好
意
に
よ
り
、
判
例
検
索
の
た
め
'
L
E
X
I
S
の
使
用
を
許
可
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
こ
に
重
ね
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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